
 

  



 

  



 

はじめに 

 

健康で充実した人生を送りたいと願うのは村民すべての願い

です。経済の発展とともに食生活や生活環境が改善し、また、

医療技術の進歩などにより私たちの平均寿命も世界でトップク

ラスの水準となり豊かな生活を享受することができるようにな

りました。 

他方で、栄養の偏り、運動不足、過度の飲酒やストレスなどから、がん、心臓病、脳血

管疾患などの生活習慣病が増加しています。特に、私たちの沖縄県では、男性の平均寿命

が 3位から 26位へ急落したことに続き、これまで１位を保ち続けていた女性の平均寿命も

３位へ転落するなどショッキングな報道もありました。また、肥満やメタボリックシンド

ローム該当者・予備群の割合が全国一高く、働き盛り世代の死亡率も全国一高いといった

現状をみると、現在の私たちの健康は非常に危惧される状況となっています。 

このような状況は、本村においても例外ではなく、成年期という家庭でも社会でも大き

な役割と責任を負う時期に重大な生活習慣病を発症する方々が増えています。また、青年

期という若い世代の方々においても将来の健康状態が心配される方も増えています。この

ことは、村の大切な人材の損失のみならず、医療費や介護保険給付費などの社会保障費を

増加させ、村財政の圧迫と地域の活力低下を招くことにもなります。今、村民の健康的な

生活習慣の維持・確保と全ての世代における健康づくりが非常に重要な課題となっていま

す。 

これまで、本村では、平成 17 年に「健康恩納 21（住民の健康づくり 6 ヶ年計画）」を策

定し村民の健康づくりに取り組んできました。この間、徐々に村民意識の向上が見られ始

め健康づくりに取り組む村民も増え始めていますが、より一層の健康づくりを推進してい

く必要があります。そこで今般、全てのライフステージにある村民及び関係機関、団体等

が一体となって健康づくりを推進していくため「第２次健康おんな 21」を策定しました。

本計画では、全てのライフステージにある村民の健康づくりを積極的に推進するとともに、

成人期の生活習慣病対策を重点施策として健康診査の受診率向上や保健指導を強化し生活

習慣病の発症予防や重症化予防対策に取り組み、全ての村民が健康としあわせを実感でき

るむらづくりに一層努力してまいります。 

今後は、村民一体の健康づくり運動を展開し、「健康長寿のうんな村」の実現に取り組ん

でいくこととしており、村民の皆様はじめ関係機関、団体等の一層のご支援・ご協力をお

願い申し上げます。 

最後に本計画の策定にあたり貴重なご意見や審議を頂きました恩納村健康増進計画策定

委員会委員の皆様はじめ、関係機関、団体、アンケート調査にご協力いただいた村民の皆

様に深く感謝申し上げます。 

 

平成 26年 3月   

恩納村長  志喜屋 文康  
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１．計画策定の背景と目的 

恩納村では、平成 17 年３月「健康恩納 21」を策定し、「笑い福々 充実ライフ みん

なでめざそう健康うんな村」を基本目標に掲げ、（１）健康を実感する事業の推進、（２）

地産地消運動と連携した食による健康づくり、（３）受診者の増大と職域との連携、（４）

一人の健康をみんなで支える環境整備の推進 を重点項目とし、各種健康づくり施策に

取り組んできました。また、同計画においては、生活習慣病予防に着目し、若い世代（特

に 30～40代）を主な対象として施策を位置づけ、平成 20年度からスタートした「特定

健康診査」及び「特定保健指導」の受診率・実施率向上に向けた取り組みにも力を入れ

てきました。 

この間、特定健診受診率は 44～45％で頭打ちとなっており、国の示す目標値（65％）

には達していません。また、保健指導実施率の実績値は、国の示す目標値（45％）には

達しているものの、受診率と同様に伸び悩んでいる状況です。 

健診結果からは、特定健診受診者の約２人に１人が肥満といった状況となっており、

また、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は県平均と同等かそれ以上と

なっているなど、特に生活習慣病に関連する課題が浮き彫りになっています。こうした

ことから、生活習慣病の発症予防及び重症化予防への取り組みが急務となっています。 

国においては、平成23年度に健康日本21の一次計画（平成13年度～24年度）の評価を

行い、その中で、今後の新たな課題として「休養・こころの健康づくり（睡眠習慣の改

善、働く世代のうつ病の対策）」や「将来的な生活習慣病発症の予防のための取組の推

進（低出生体重児の出生の予防、子どもの健全な食生活、運動・活発な余暇身体活動の

実践への強化）」、「生活習慣に起因する要介護状態を予防するための取組の推進（年代

に応じた食事の質の改善、生活機能低下予防、ロコモティブシンドローム予防、認知機

能低下予防）」等を示しています。 

こうした評価を踏まえ、第二次計画では、「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹

底」、「社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上」（ライフステージ別健康づく

りとこころの健康づくりの推進）等５つの基本的な方向を示すとともに、53 の目標値

を設定しました。 

また、食育については、平成 17年制定の食育基本法に基づき、食育推進基本計画（平

成 18 年度～22 年度）を策定し、その後の第２次計画（平成 23 年度～27 年度）では、

１次計画を踏まえ「周知」から「実践」へのコンセプトを掲げるとともに、「生活習慣

病の予防及び改善につながる食育の推進」を含む３点を重点課題に位置づけ、７つの基

本的な取組方針と 11の目標値を掲げ、食育施策を進めていくこととしています。 

 なお、沖縄県でも、こうした国の考え方を基本に健康増進計画等を定めています。 

 本計画は、恩納村民の健康づくりの現状と課題等を基本に、国や県の健康づくり等の

方向性を踏まえつつ、村民の一層の健康づくりを計画的・効率的に推進していくための

指針となるものです。
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２．計画期間  

本計画は、平成26年度を初年度とし、平成35年度を目標年度とする10年間の計画とし

ます。また、計画の中間年度に当たる平成30年度には中間見直しを行います。 

なお、社会情勢等の変化や本計画の進捗状況の点検・評価の結果、必要性が生じた場

合には、適宜計画の見直しを行うものとします。 

 

 

 

３．計画の位置づけ  

本計画は、本村のむらづくりの最上位計画である「恩納村第５次総合計画」に即して

策定されるとともに、「第２期特定健康診査等実施計画」、「うんな村親子ゆうゆうプラ

ン（恩納村次世代育成支援行動計画）」等、健康及び福祉分野の諸計画の内容を勘案し

て策定されました。 

なお、本計画は健康増進法に基づき策定される健康増進計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次総合計画（平成 24～33 年度） 

 

健康おんな 21 

 

２ 保健・医療・福祉 

～ 皆が安心して暮らせる健康の村 ～ 

～健康及び福祉分野の諸計画～ 

 

○恩納村障がい者計画 

○恩納村高齢者保健福祉計画 

○

○第２期特定健康診査等実施計画 

健康増進法・食育基本法 

（健康日本２１(第２次)、食育推進基本計画 等） 

沖縄２１世紀ビジョン、健康おきなわ２１ 等 
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１．健康おんな 21の目標像 

 

本村においては、これまで若い世代（特に 30～40 代）を主な対象とし、住民健診の

実施や健康情報の提供等を行うとともに、40 代以降の働き盛り世代に対して、平成 20

年度からスタートした特定健康診査及び特定保健指導等を通した栄養・食生活の改善指

導、各種スポーツイベントの開催等による運動習慣のきっかけづくりなど、生活習慣病

対策をはじめ、様々な健康づくり施策に取り組んできました。 

この間の健康づくりの取り組みや前計画の点検・評価結果から、30～40 代の若い世

代のみならず、乳幼児期及び青少年期からの規則正しい生活習慣の形成や壮年期の生活

習慣病発症予防及び重症化予防、高齢期の介護予防等、各ライフステージの特徴や課題

に合わせて、生涯を通して健康づくりに取り組んでいくことが重要であるということが

示されました。また、そのためには行政のみならず、村民一人ひとりはもちろん、地域、

事業所等の健康意識の高揚を図り、村を挙げて健康づくりに取り組んでいく必要があり

ます。 

そこで、村民一人ひとりが自分自身や家族、地域の人々などの健康づくりに関心を持

ち、健康で明るく安心に満ちた生活を送れるむらづくりの推進を目指すため、本計画の

目標像を『みんなでめざそう 健康長寿 うんな村』とし、健康づくりの推進に関する

多様な取り組みを展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『みんなでめざそう 

健康長寿 うんな村』 
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２．健康づくりの基本目標 

（１）村民の健康意識の向上 

生活習慣病予防をはじめとする健康づくりの取り組みは、村民一人ひとりが問題意

識を持って取り組むことが大切です。 

村民一人ひとりが「自分の健康は自分でつくる」という意識を持ち、生活習慣の改善

や健康づくり、介護予防等に取り組むよう、村民の健康意識の向上を図ります。 

 

 

（２）生活習慣病の発症予防及び重症化予防の推進 

生活習慣病を予防するため、健康的な食生活や運動等、健康的な生活習慣を子ども

のころから身に付けておくことができるよう、教育機関等と連携して取り組みます。 

また、健康診査の受診勧奨等により生活習慣病の早期予防・早期発見に取り組むと

ともに、保健指導の徹底等により、重症化予防を推進します。 

 

 

（３）生涯にわたる健康づくりの推進 

健康づくりの課題は性や世代によって異なることから、それぞれのライフステージ

等の特徴や課題に応じた、生涯にわたる健康づくりの取り組みを推進します。 

 

 

（４）村民の健康づくりをサポートする環境の充実 

すべての村民が日々健康づくりに取り組めるよう、利用しやすいスポーツ施設の管

理運営やウォーキング環境の整備、各種相談業務の充実等、健康づくりを支援する環

境の充実に取り組みます。 
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３．重点施策「成人期の生活習慣病対策の推進」 

日々の不適切な生活習慣の積み重ねによって引き起こされる生活習慣病の増加は、近

年、全国的な課題となっています。本村においても例外ではなく、特定健診受診者の検

査結果（平成 22 年度）から本村の健康状態を鑑みると、男女とも約２人に１人が肥満

者（BMI 25 以上）であり、また、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割

合も全国の平均値を大きく上回る状況がみられます。 

 

 男 性 女 性 

恩納村 全 国 恩納村 全 国 

肥 満 者 47.1％ 31.1％ 43.6％ 18.5％ 

メタボ該当者 28.9％ 20.9％ 18.2％ 6.5％ 

メタボ予備群 23.2％ 17.4％ 12.6％ 5.4％ 

国：厚生労働省特定健康診査・特定保健指導に関するデータ 

恩納村：国保特定健康診査結果（法定報告） 

 

そこで、「成人期の生活習慣病対策の推進」を本計画の重点施策として位置づけ、自

身の健康課題を見つけるための各種健診（検診）の受診勧奨及び健康状態の維持・改善

のための保健指導を積極的に推進し、生活習慣病発症予防・重症化予防の視点で健康づ

くり施策に取り組むこととします。 

 

 ◆重点施策 成人期の生活習慣病対策の推進                 

１）村民の健康づくり目標 

・自身の健康管理のため、健康に関心をもち、年１度は健診を受診します。 

・健診の結果をもとに、必要な保健指導や医療機関の利用等を進めます。 

・自分だけでなく、家族の健康管理にも気を付けます。 

 

２）具体的な取り組み 

分 野 取り組み 所管課 
関係機関 

・団体等 

①各種健

診（検診）

の推進 

○各自治会をはじめ、各種団体、職域等様々なルー
トを通じて、健診（検診）の意義や必要性等の周
知を図ります。 

○村ホームページやメールマガジン等を通じて、健
診の PR を進めます。 

○若い年代から生活習慣病予防等に取り組めるよ
う、20～30 代への健診（検診）受診の勧奨に積
極的に取り組みます。 

○健診（検診）受診が進むよう、保険証切替時の受
診勧奨、マイペース健診の利用促進、土・日曜健

福祉健康課 保健推進員 

区長会 

商工会 

漁業協同組

合 

JA 

医療機関 
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診の拡充、各字での集団健診の充実、外国人受診
者への通訳の配置、未受診者への訪問等による受
診勧奨等に取り組みます。 

○生活習慣病の重症化を防ぐため、再検査の必要性
を周知するとともに、再検査受診の勧奨を行いま
す。 

○がん検診については、医療機関との連携強化や受
診状況の申告促進等により、対象者及び未受診者
の正確な把握に努めます。 

②保健指

導の利用

促進 

○特定保健指導対象者以外で要指導者（非肥満者、
生活習慣病コントロール不良者等）への指導の充
実に取り組みます。 

○保健指導対象者への継続的な支援が行えるよう、
保健指導計画の充実と計画に基づく支援の推進を
図ります。 

○村民全体で、生活習慣の改善や生活習慣病の予防
等に取り組んでいくことができるよう、村民ニー
ズを踏まえながら、ライフステージ毎に健康教室
の開催等を検討します。 

福祉健康課 保健推進員 

区長会 

商工会 

医療機関 
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３）目標指標 

指標内容 策定時（H24） 目標値（H35） 出典元 

特定健康診査受診率の向

上 

45.8％ 

 

50％ 

（Ｈ29） 
特定健康診査結果 

○がん検診受診率の向上 

 ・肺がん検診  男性 

         女性 

 ・胃がん検診  男性 

         女性 

 ・大腸がん検診 男性 

         女性 

 ・子宮頚がん検診 

 ・乳がん検診 

 

25.0％ 

24.1％ 

13.8％ 

12.9％ 

18.3％ 

19.7％ 

14.9％ 

18.3％ 

 

40％ 

〃 

20％ 

〃 

30％ 

〃 

25％ 

30％ 

 

福祉健康課資料 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

特定保健指導実施率の向

上 
46.3％ 64％（Ｈ29） 特定健康診査結果 

①20 歳～60 歳代男性の

肥満者の割合の減少 

②40 歳～60 歳代女性の

肥満者の割合の減少 

③20歳代女性のやせの者

の割合の減少 

 

44.3％ 

 

30.0％ 

 

18.2％ 

 

30％ 

 

21％ 

 

9％ 

特定健康診査結果 

（健診分析ソフト） 

メタボリックシンドローム

該当者及び予備群の割合

の減少 

H24 年度の 25％減少 

 

男性 

該当者 29.5％ 

予備群 24.7％ 

女性 

該当者 16.9％ 

予備群 11.4％ 

男性 

該当者 22％ 

予備群 19％ 

女性 

該当者 13％ 

予備群 9％ 

特定健康診査結果 

（法定報告） 

高血圧の改善 

○Ⅰ度以上の者の割合の

減少（40～74歳） 

 

男性 28.9％ 

女性 22.8％ 

 

男性 25％ 

女性 20％ 

特定健康診査結果 

（保健事業ネット） 

脂質異常症の減少 

①LDLコレステロール高値

の者の減少（160以上） 

②中性脂肪高値の者の者 

の減少（300以上） 

 

男性 9.8％ 

女性 13.4％ 

 

3.0％ 

 

男性 ６％ 

女性 8％ 

 

1.5％ 

 

 

特定健康診査結果 

（保健事業ネット） 

血糖コントロール指標にお

けるコントロール不良者の

割合（NGSP 値）の減少 

①HbA1c8.4以上の者 

②HbA1c6.5以上の者 

 

 

 

0.9％ 

5.6％ 

 

 

 

0.7％ 

４％ 

特定健康診査結果 

（保健事業ネット） 
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４．施策の体系 

 目標像    基本目標           施策の展開  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

み
ん
な
で
め
ざ
そ
う 

 
 

健
康
長
寿 

 
 

う
ん
な
村 

 

村
民
の
健
康
意
識
の
向
上 

生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
及
び

重
症
化
予
防
の
推
進 

生
涯
に
わ
た
る
健
康
づ
く
り
の

推
進 

村
民
の
健
康
づ
く
り
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
環
境
の
充
実 

重点施策：成人期の生活習慣病対策の推進 

各論：ライフステージ別健康づくりの取り組み 

①各種健診（検診）の推進 

②保健指導の利用促進 

 

（１）親子の健康づくり 

（２）児童・生徒の健康づくり 

（３）成人の健康づくり 

（４）高齢者の健康づくり 

①栄養・食生活 

②身体活動・運動 

③休養・こころ 

④飲酒（アルコール） 

⑤喫煙 

⑥歯・口腔 

⑦その他健康づくり

支援 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 各論            
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１．ライフステージ別健康づくりの取り組み  

（１）親子の健康づくり                           

１）村民の健康づくり目標 

・妊娠期や産後は、母体や子どもに必要な栄養等に関する知識を身に付け、バランス

の取れた食生活を心がけます。 

・乳幼児期から規則正しい生活習慣を身に付けることができるよう、「早寝・早起き・

朝ごはん」に取り組みます。 

・ウォーキングマップなどを活用し、親子で運動習慣づくりを心がけます。 

・ストレスや不安があるときはひとりで抱え込まず、周りの人や役場の相談員、また

は相談機関に相談します。 

・飲酒が胎児や授乳中の乳幼児に与える影響を理解し、妊娠期・授乳期の飲酒は控え

ます。 

・妊婦や乳幼児がいる家庭では、喫煙がもたらす胎児や子どもへの影響を理解し、母

親だけでなく、父親を含め家族ぐるみで禁煙に取り組みます。 

・妊娠期から定期的な歯科検診の受診や口腔ケアを実施し、虫歯予防に取り組みます。 

・健診や予防接種をきちんと受診し、母体や子どもの健康管理、感染症予防を心がけ

ます。 

 

２）具体的な取り組み 

分 野 取り組み 所管課 
関係機関 

・団体等 

①栄養・ 

食生活 

○母子健康手帳交付等の機会を通し、食事や栄養に関

する栄養指導を行い、妊娠中の保健指導の充実を図

ります。 

○乳幼児健診会場でのフードモデル等を活用した食に

関する情報発信や管理栄養士による食事指導を通

し、乳幼児に必要な栄養等について普及啓発を行い

ます。 

○保育所や幼稚園において、「早寝・早起き・朝ごはん」

など、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、

家庭と連携して食育を推進するとともに、保護者へ

の意識啓発を行います。 

○保育所給食においては、「生涯にわたって、健康で質

の高い生活を送る基本としての食を営む力の基礎を

培う」ことを食育の目標として、日頃の保育の中で、

菜園活動やクッキングなど様々な食育活動を取り入

れ、食材への興味や食べる意欲を育みます。 

○離乳食、幼児食、アレルギー代替食への対応等、子

どもたち一人ひとりの成長や身体の状態に合わせた

保育給食の対応を行います。 

○保護者への保育所給食試食会や栄養相談等を行い、

栄養・食生活に関する情報発信や意識啓発に取り組

みます。 

福祉健康課 

教育委員会 

 

母子保健推

進員 

食生活改善

推進員 

 

②身体活

動・運動 

○ウォーキングフェスタへの親子の参加促進やウォー

キングマップの充実等により、小さい頃からの運動
福祉健康課  
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習慣づくりを促します。 

○親子レクリエーションや親子運動教室の開催を検討

するなど、親子の運動機会創出に努めます。 

○幼児が遊べる公園遊具の充実や社会教育施設の整備

検討等、関係課と調整・連携し、子どもの遊び場拡

充に努めます。 

教育委員会 

③休養・ 

こころ 

○妊産婦訪問やこんにちは赤ちゃん事業等の各種訪問

事業を通して、妊産婦の健康状態や子育てに関する

助言・指導等を行います。 

○産後うつや心の相談等について、情報提供や相談が

あった場合には、訪問等の対応に努めるとともに、

必要なサービスへのつなぎや医療機関の紹介等に努

めます。 

○子どもの発達に関する相談については、窓口や電話

での相談対応の充実等、相談しやすい環境づくりを

図るとともに、必要に応じて発達支援教室への参加

を促します。 

○家庭や保育所等と連携し、発達障害の早期発見、早

期対応に努めます。 

○保護者の育児負担を軽減するため、保育所の一時預

かり、子育て支援センター、ファミリーサポートセ

ンターの紹介等、保護者がリフレッシュできる環境

の充実を図ります。 

福祉健康課 母子保健推

進員 

沖縄県助産

師会 

 

④飲酒 

（ｱﾙｺｰﾙ） 

○健診等の機会を通して、妊娠中や母乳授乳期間中の

飲酒が妊婦本人や胎児、乳児等に与える影響につい

て、情報発信や指導を行います。 

○広報おんなや村ホームページ等を通して、妊婦や母

親本人だけでなく、家族等の周囲の方への理解促進

を図ります。 

福祉健康課 

 

 

⑤喫煙 

 

○母子健康手帳交付時や健診会場において、本人や周

囲の喫煙が母体や子どもに与える影響に関する周知

及び指導に取り組みます。 

○保育所や幼稚園とも連携を図り、様々な機会を通し

て保護者等への禁煙を促します。 

○公共施設においては、受動喫煙防止等のため、中部

保健所と連携しつつ、禁煙施設の拡充を図ります。 

福祉健康課 

教育委員会 

 

母子保健推

進員 

中部保健所 

⑥歯・口

腔 

○母子健康手帳交付時に、妊娠中の口腔の健康状態と

胎児との関係や口腔ケアの必要性について周知及び

指導していきます。 

○１歳半・３歳児健診における歯科検査や１歳・２歳

の歯科検診において、虫歯予防に関する指導やフッ

素塗布を実施するとともに、村立保育所の年長児へ

のフッ化物洗口実施に取り組みます。 

○幼稚園や保育所において、児童への歯磨き指導に取

り組むなど、食後の歯磨きの習慣化を図るとともに、

仕上げ磨きの啓発等、保護者への意識啓発に取り組

みます。 

 

福祉健康課 

教育委員会 

母子保健推

進員 

中部地区歯

科医師会 



 

 

- 11 - 

⑦その他 

健康づく

り支援 

○妊婦健診や乳児健診、１歳半・３歳児健診等、各種

健診の受診勧奨を図ります。 

○各種健診の英語対応（通訳配置）を継続するととも

に、外国人への訪問事業実施に向けて、対応策の検

討を行います。 

○広報おんなや村ホームページ、各種パンフレット等

を活用し、役場の窓口や関係機関の窓口の周知を図

り、各種相談等の充実に努めます。 

○各種予防接種の受診率向上に取り組みます。 

福祉健康課  

 

 

 

３）目標指標 

指標内容 策定時（H24） 目標値（H35） 出典元 

低体重児出

生率の減少 
8.9‰（H22） 減少 

中部保健所活動

概況 

保護者の喫

煙率の減少 

○妊娠中 

父親 41%、母親 1.2％ 

○出産後 

父親 38.8%、母親 2% 

○１歳半健診 

父親 49.4%、母親 8.1% 

○3 歳児健診 

父親 45.1%、母親 10.8% 

 

父親 20％ 母親 0％ 

  

父親 15％ 母親 0％ 

 

父親 20％ 母親 1％ 

 

父親 20％ 母親 1％ 

村福祉健康課資料 

う蝕有病率

の減少 

○１歳半健診 

4.8％ 

○３歳児健診 

30.4％ 

 

2％ 

 

10％ 

村福祉健康課資料 
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（２）児童生徒の健康づくり                          

１）村民の健康づくり目標 

・「早寝・早起き・朝ごはん」をはじめ、規則正しい生活習慣が身に付き、自身の健康

管理を心がけます。また、朝食はお菓子や菓子パンだけではなく、栄養のある食事

を心がけます。 

・遊びやスポーツ等を通して運動習慣を身に付けます。 

・悩みがあるときはひとりで抱え込まず、保護者や学校の先生、友達、カウンセラー

等に気軽に相談します。 

・お酒やタバコが心や身体に与える悪影響を理解し、「お酒は飲まない・飲ませない」、

「タバコは吸わない・吸わせない」を守ります。また、保護者に対して、適切な飲

酒や禁煙を働きかけます。 

・朝晩の歯磨きはもちろん、給食後の歯磨きを心がけます。また、むし歯がある場合

は、早めに歯医者を受診し、治療を行います。 

 

 

２）具体的な取り組み 

分 野 取り組み 所管課 
関係機関 

・団体等 

①栄養・ 

食生活 

○子どもたちが規則正しい生活習慣を身に付けられる

よう、「早寝・早起き・朝ごはん」を推進し、児童生

徒自身や保護者への意識啓発を行います。 

○一日の生活リズムを整えるために重要な朝食の摂取

を促すとともに、栄養バランスの良い適切な食事内

容についても指導していきます。また、児童生徒が

食物や食事づくりに興味・関心を持つことができる

よう調理体験を行います。 

○食育の年間計画に基づき、給食時間を利用した栄養

教諭による食育指導を継続実施するとともに、月毎

に定められた目標に沿った食育を展開します。 

○教職員向けの食育研修機会を設けるなど、年間計画

に定められた月毎の目標等を給食センターや学級担

任等が共有し、児童生徒の食育を進めていきます。 

○学校菜園での野菜の栽培・収穫体験や、収穫した作

物を児童生徒自ら調理する収穫祭等の取り組みを通

して、子どもたちの食への関心や食べ物への感謝の

気持ち等を育みます。 

○生産者や調理者、地域の高齢者等との「ふれあい給

食」を通し、好き嫌いをしないで食べることの重要

性や作り手の想い等を伝え、子どもたちの食に対す

る意識向上を図ります。 

○肥満・痩身傾向児の把握に努め、本人への保健指導

や保護者への意識啓発等、適正体重に向けた指導等

を行います。 

教育委員会 

給食センター 

 

PTA 連合

会 

子ども会育

成連絡協議

会 

食生活改善

推進員 

②身体活

動・運動 

○児童生徒の運動を促進するため、休み時間等におけ

る体育館や運動場の利用を促進します。 
教育委員会 

福祉健康課 

スポーツ推

進員 
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○皆泳指導による泳力向上に取り組み、指導を通して

児童の体力向上を図ります。 

○ウォーキングフェスタ等各種イベントへの参加を促

進し、運動習慣のきっかけづくりを図ります。 

○定期的な運動習慣づくりのため、部活動への加入を

促進します。 

○PTA 行事等、親子で取り組める運動機会の確保や拡

充に努めます。 

○社会教育施設等の整備検討等、関係課と調整・連携

し、児童生徒の遊び場拡充に努めます。 

○総合型地域スポーツクラブの設置支援やスポーツ教

室の開催等により、身近な地域での運動機会拡充を

図ります。 

 PTA 連合

会 

子ども会育

成連絡協議

会 

 

③休養・ 

こころ 

○「ノー部活デー」を徹底し、生徒たちの適切な休養

を確保します。 

○教職員への研修機会確保等により、教育相談週間等

を通して、児童生徒が気軽に相談できる環境づくり

に取り組みます。 

○心の相談員やスクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカーと連携し、必要に応じて個別のケー

ス会議を開催するなど、児童生徒一人ひとりの悩み

に適切に対応します。 

○スクールカウンセラー等専門職の来校頻度の増加、

滞在時間の延長等を沖縄県へ積極的に要望し、相談

体制の充実を図ります。 

○児童生徒の悩みに気づき、スクールカウンセラー等

へ適切につなぐため、教職員や保護者を対象にゲー

トキーパー養成講座を実施します。 

教育委員会 

福祉健康課 

PTA 連合

会 

子ども会育

成連絡協議

会 

要保護児童

対策地域協

議会 

沖縄県教育

委員会 

④飲酒 

（ｱﾙｺｰﾙ） 

○非行防止教室及び安全学習支援授業において、青少

年期の飲酒がもたらす悪影響等に関する理解促進を

図ります。 

○保健だより等を通して、青少年期の飲酒と発育の関

係等に関する保護者への意識啓発を行います。 

○入学時オリエンテーションや日曜参観等の保護者が

集まる機会を利用し、飲酒に関する講話等の開催に

努めます。 

教育委員会 

 

PTA 連合

会 

子ども会育

成連絡協議

会 

中部保健所 

⑤喫煙 

 

○非行防止教室及び安全学習支援授業において、青少

年期の喫煙や受動喫煙がもたらす悪影響等に関する

理解促進を図ります。 

○保健だより等を通して、青少年期の喫煙及び受動喫

煙と発育の関係等に関する保護者等への意識啓発を

行います。 

○日曜参観等の保護者が集まる機会を利用し、喫煙に

関する講話等の開催に努めるとともに、児童生徒を

通して保護者等の禁煙を促します。 

福祉健康課 

教育委員会 

 

PTA 連合

会 

子ども会育

成連絡協議

会 

中部保健所 

⑥歯・口

腔 

○歯科衛生士によるブラッシング指導等により、児童

生徒の歯磨き習慣の定着やブラッシング力の向上を
福祉健康課 

教育委員会 

PTA 連合

会 
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図ります。 

○歯の衛生週間等の機会を利用し、給食後の歯磨きの

定着を促します。また、そのための歯磨きタイムの

確保に努めます。 

○歯科検診で虫歯が見つかった児童生徒に対して、歯

医者の受診勧奨により治療を促します。また、再勧

告を行っても治療しない児童生徒に対しては、本人

や保護者へ直接働きかけ、治療を促します。 

○入学時オリエンテーションや修学旅行前、受験前等、

関心が高くなる時期を捉えて、歯科検診の受診勧奨

及び虫歯治療を促します。 

○歯の健康や口腔ケアの大切さについて、保健だより

等を通して児童生徒や保護者への意識啓発を図りま

す。 

 子ども会育

成連絡協議

会 

中部地区歯

科医師会 

⑦その他 

健康づく

り支援 

○インフルエンザや感染症予防のため、予防接種の受

診勧奨を行います。 

○保健だより等の学校からの発行物をはじめ、村ホー

ムページや広報おんなを通して、児童生徒の健康づ

くり等に関する情報発信を行います。 

○学校健診を通し、児童生徒の健康状態の把握に努め

るとともに、要再検査・精密検査の児童生徒につい

ては、確実に医療機関を受診するよう、本人及び保

護者への働きかけを行います。 

福祉健康課 

教育委員会 

 

PTA 連合

会 

子ども会育

成連絡協議

会 

中部保健所 

 

 

 

３）目標指標 

指標内容 策定時（H24） 目標値（H35） 出典元 

肥満傾向にある子ど

もの割合の減少 

（ローレル指数

160 以上） 

10％ 

（小学 5 年生） 

５％ 

（小学 5 年生） 
教育委員会資料 

う蝕有病者率の減少 
小学生 61％ 

中学生 56％ 

小学生 51％ 

中学生 46％ 
教育委員会資料 
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（３）成人の健康づくり                               

１）村民の健康づくり目標 

・野菜を積極的に食べ、油の取り過ぎに注意するなど、栄養バランスの取れた食生活

を心がけます。 

・ウォーキングフェスタやスポーツ大会等に参加して運動のきっかけをつくり、徐々

にウォーキング等の運動習慣をつくります。 

・十分な休養をとり、リフレッシュに取り組みます。身近に気になる人がいたら、声

を掛けたり、専門機関の紹介などをします。 

・飲酒が身体に与える影響を知り、適量飲酒を守るなど適切な飲酒習慣を身につけま

す。 

・喫煙（喫煙者）が身体に与える影響を理解し、禁煙に取り組みます。 

・半年に 1度は歯科検診を受診し、定期的な口腔ケアを行います。 

 

２）具体的な取り組み 

分 野 取り組み 所管課 
関係機関 

・団体等 

①栄養・ 

食生活 

○役場、保健福祉センター、各種健診会場、各区公民

館等における栄養・食生活に関する掲示物やフード

モデル等の様々な媒体の活用、健康福祉まつりでの

栄養情報発信等により、栄養バランスの取れた食生

活の意識啓発を図ります。 

○野菜フォトコンテストなど村民参加型の事業展開に

より、野菜栽培や野菜摂取への意識の高揚を促進し

ます。 

○食生活改善推進員を含む「食」に関する取り組みに

関心のある方々を育成する仕組みをつくり、その

方々が自主的に食に関する知識や情報を地域に広め

ていけるよう支援します。 

○農家及び農協、漁協、なかゆくい市場との連携を図

り、地元食材の PR や地元食材レシピづくりに取り

組むなど地産地消を進めます。 

○広報おんなや村ホームページ等の各種情報媒体を活

用し、栄養や食育に関する情報発信を行います。 

○中部保健所が実施する「栄養情報提供店普及事業」

への申請促進や登録店の情報発信等を行います。 

福祉健康課 

農林水産課 

商工観光課 

 

 

保健推進員 

食生活改善

推進員 

区長会 

老人クラブ

連合会 

村婦人会 

JA 

漁業協同組

合 

商工会 

②身体活

動・運動 

○ウォーキングフェスタや体育協会によるスポーツ大

会、ならびに壮年層を対象としたスポーツ大会等、

各種イベントを通した運動機会の拡充を図ります。 

○各字のウォーキングコースの再検討や貯歩っとレー

スの開催等、村民が気軽にできる運動としてウォー

キングを推進します。 

○総合型地域スポーツクラブの設置支援やスポーツ教

室の開催等により、身近な地域での運動機会拡充を

図ります。 

 

福祉健康課 

教育委員会 

スポーツ推

進委員 

村内スポー

ツ団体 

老人クラブ

連合会 

婦人会 
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○スポーツ教室や健康づくり教室等において、事業の

成果や参加者等のニーズを踏まえつつ、内容の充実

及び再検討を図ります。 

○事業の呼びかけや広報の強化、事業内容の検討等に

より、各字健康づくり教室への男性の参加を促進し

ます。 

○各種イベントや教室等終了後も村民が継続的に運動

に取り組むよう、運動サークルの立ち上げ支援等、

村民の自主的な活動を支援します。 

○社会体育施設の適切な維持・管理・運営、トレーニ

ング施設への指導員の配置検討、運動に必要な用具

の貸出等、村民が運動しやすい環境の充実を図りま

す。 

○社会体育施設の指定管理者の自主事業を促進し、施

設の利用促進や村民の運動機会拡充等を図ります。 

○スポーツ施設の整備拡充を検討します。 

○スポーツ団体登録を促進し、社会体育施設の積極的

な利用を促します。 

○研修会や講習会の確保等によりスポーツ推進委員の

スキルアップ支援等に取り組み、スポーツ推進員の

自主的な取り組みを促します。 

③休養・ 

こころ 

○村民のこころの健康保持に資するよう、ストレスマ

ネジメント、うつ病予防等に関する情報提供、講演

会の開催等を進めます。 

○村民の様々な悩みに適切に対応できるよう、村の相

談員の質の確保を図り、中部保健所等村外機関も含

めた相談窓口の周知を図ります。 

○ゲートキーパーの養成・充実を図るため、各種団体

のリーダー等を対象にした講座の開催や講座修了者

のフォローアップ教室等を開催します。 

福祉健康課 

 

中部保健所 

保健推進員 

JA 

漁業協同組

合 

商工会 

④飲酒 

（ｱﾙｺｰﾙ） 

○適量飲酒等飲酒に関する普及啓発を図るため、村役

場等公共施設や各区公民館等でのポスター掲示等に

より情報発信を進めます。 

○飲酒の機会が多い地域（字）で、「お酒との上手な付

き合い方」を普及させていくために、地域と連携し

ながら、対応策を検討していきます。 

○健診結果から肝機能に問題ある村民に対し、保健指

導等で飲酒習慣の見直しを促します。 

○アルコール依存症の村民及びその家族に対する相

談・支援を進めていくとともに、必要に応じて専門

機関等（中部保健所、断酒会等）を紹介します。 

福祉健康課 中部保健所 

保健推進員 

区長会 

JA 

漁業協同組

合 

商工会 

⑤喫煙 

 

○集団健診や保健指導等の機会を通して、喫煙が身体

に与える影響や受動喫煙等に関する情報発信を行

い、喫煙者への禁煙を促します。 

○禁煙希望者に対しては、禁煙外来のある医療機関を

紹介します。 

 

福祉健康課 

 

中部保健所 

JA 

漁業協同組

合 

商工会 
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○役場窓口や保健福祉センターへのポスター、パンフ

レットの設置及び各公民館への配布等を行うととも

に、広報おんな、村ホームページなどの情報媒体を

活用し、タバコに関する情報や禁煙・分煙等に関す

る情報発信に取り組みます。 

○公共施設においては、受動喫煙防止等のため、中部

保健所と連携しつつ、禁煙施設の拡充を図ります。 

⑥歯・口

腔 

○「6024 運動」、「8020 運動」を推進し、村民の歯

の健康づくりの意識啓発を図ります。 

○集団健診や保健指導等の機会を通して、歯周病予防

等の歯の健康づくりに関する情報発信や定期的な歯

科検診の受診勧奨に取り組みます。 

福祉健康課 中部地区歯

科医師会 

⑦その他 

健康づく

り支援 

○広報おんな、健康関連チラシ等の配布、村役場や保

健福祉センター等でのパンフレット等の設置、健康

福祉まつりでの広報等様々な機会を通じて村民の意

識啓発を図ります。 

○村ホームページへ健康情報を掲載・更新するととも

に防災情報メールの活用を検討し、村民が利用しや

すく、受け取りやすい情報発信に努めます。 

○村民が自ら行う健康管理のきっかけとなるよう、体

重記録表や健康づくり通信教室の活用を推奨すると

ともに、村広報誌等を通じて事例の紹介を行ってい

きます。 

福祉健康課 

総務課 

保健推進員 

区長会 

商工会 

医療機関 

 

 

 

３）目標指標 

指標内容 策定時（H24） 目標値（H35） 出典元 

肥満者の割合の減少 

（40～74歳） 

男性 44.8％ 

女性 37.7％ 

男性 32％ 

女性 25％ 

特定健康診査結果 

（保健事業ネット） 

ウォーキングフェスタ 

参加者数の増加 
149 人 増加 福祉健康課資料 

社会体育施設 

利用者数の増加 

延べ 74,597人 

（村民） 

延べ100,000人 

（村民） 
社会体育課資料 

ゲートキーパー養成講座

開催数 

3 回 

（H24 年度まで） 

5 回 

（2年に 1 回開催） 
福祉健康課資料 

喫煙者の割合の減少 

（40～74歳） 

男性 27.4％ 

女性 5.9％ 

男性 22％ 

女性 4％ 

特定健康診査問診票 

（保健事業ネット） 

 

  



 

 

- 18 - 

（４）高齢者の健康づくり                          

１）村民の健康づくり目標 

・野菜を積極的に食べ、油の取り過ぎに注意するなど、栄養バランスの取れた食生活

を心がけます。 

・運動機能の維持やロコモティブシンドローム※予防のため、介護予防教室への参加や

ウォーキングなど、継続的な運動に取り組みます。 

・十分な休養をとり、リフレッシュに取り組みます。身近に気になる人がいたら、声

を掛けたり、専門機関の紹介などをします。 

・飲酒が身体に与える影響を知り、適量飲酒を守るなど適切な飲酒習慣を身につけま

す。 

・喫煙（喫煙者）が身体に与える影響を理解し、禁煙に取り組みます。 

・口腔機能の維持のため、よく噛んで食べ、食後の歯磨きを心がけます。また、定期

的に歯科検診を受診します。 

・インフルエンザなどの予防接種を受け、感染症や疾病予防に努めます。 

 

※ロコモティブシンドローム：運動器の衰えや障害により、要介護になるリスクが

高い状態のことです。運動器症候群。 

 

 

２）具体的な取り組み 

分 野 取り組み 所管課 
関係機関 

・団体等 

①栄養・ 

食生活 

○保健福祉センターや集団健診会場におけるフードモ

デルの活用、健康福祉まつりでの栄養情報発信等に

より、栄養バランスの取れた食生活の意識啓発を図

ります。 

○介護予防教室における栄養講話の内容充実を図ると

ともに、調理実習の開催等、高齢者が自立した食生

活を送れるよう支援します。 

○野菜フォトコンテストなど村民参加型の事業展開に

より、栄養や食生活への意識の高揚を促進します。 

○食生活改善推進員を含む「食」に関する取り組みに

関心のある方々を育成する仕組みをつくり、その

方々が自主的に食に関する知識や情報を地域に広め

ていけるよう支援します。 

○「広報おんな」や村ホームページ等の各種情報媒体

を活用し、栄養や食育に関する情報発信を行います。 

福祉健康課 

農林水産課 

商工観光課 

 

 

保健推進員 

食生活改善

推進員 

村区長会 

老人クラブ

連合会 

婦人会 

JA 

漁業協同組

合 

商工会 

②身体活

動・運動 

○ウォーキングフェスタや字対抗スポーツ大会、なら

びに各種イベント内での体力測定等を通して運動機

会の拡充を図ります。 

○各字のウォーキングコースの再検討や貯歩っとレー

スの開催等、村民が気軽にできる運動としてウォー

キングを推進します。 

 

福祉健康課 

教育委員会 

スポーツ推

進委員 

村内スポー

ツ団体 

老人クラブ

連合会 

婦人会 
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○総合型地域スポーツクラブの設置支援や各字ウォー

キング教室の開催等により、身近な地域での運動機

会拡充を図ります。 

○ロコモティブシンドロームや運動機能の低下を予防

するため、介護予防事業を推進します。 

○スポーツ教室や健康づくり教室等において、事業の

成果や参加者等のニーズを踏まえつつ、内容の充実

及び再検討を図ります。 

○事業の呼びかけや広報の強化、事業内容の検討等に

より、介護予防教室等への男性の参加を促進します。 

○各種イベントや教室等終了後も村民が継続的に運動

に取り組むよう、運動サークルの立ち上げ支援等、

村民の自主的な活動を支援します。 

○社会体育施設の適切な維持・管理・運営、トレーニ

ング施設への指導員の配置検討、運動に必要な用具

の貸出等、村民が運動しやすい環境の充実を図りま

す。 

○社会体育施設の指定管理者の自主事業を促進し、施

設の利用促進や村民の運動機会拡充等を図ります。 

○スポーツ施設の整備拡充を検討します。 

○スポーツ団体登録を促進し、社会体育施設の積極的

な利用を促します。 

○講習機会の確保等によりスポーツ推進委員のスキル

アップ支援等に取り組み、スポーツ推進員の自主的

な取り組みを促します。 

③休養・ 

こころ 

○村民のこころの健康保持に資するよう、ストレスマ

ネジメント、うつ病予防等に関する情報提供、講演

会の開催等を進めます。 

○村民の様々な悩みに適切に対応できるよう、村の相

談員の質の確保を図り、中部保健所等村外機関も含

めた相談窓口の周知を図ります。 

○ゲートキーパーの養成・充実を図るため、各種団体の

リーダー等を対象にした講座の開催や講座修了者の

フォローアップ教室等を開催します。 

○ミニデイサービス等への参加を促進し、高齢者のう

つや閉じこもり予防を図ります。 

○高齢者のうつや閉じこもり、虐待等に対して、民生

委員等と連携し早期発見に努めるとともに、必要に

応じて訪問や医療機関の受診につなげ、早期対応を

図ります。 

福祉健康課 

 

中部保健所 

保健推進員 

民生委員児

童委員協議

会 

④飲酒 

（ｱﾙｺｰﾙ） 

○適量飲酒等飲酒に関する普及啓発を図るため、村役

場等公共施設や区公民館等でのポスター掲示等によ

り情報発信を進めます。 

○飲酒の機会が多い地域（字）で、「お酒との上手な付

き合い方」を普及させていくために、地域と連携し

ながら、対応策を検討していきます。 

 

福祉健康課 中部保健所 

区長会 

保健推進員 
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○健診結果から肝機能に問題ある村民に対し、保健指

導等で飲酒習慣の見直しを促します。 

○アルコール依存症の村民及びその家族に対する相

談・支援を進めていくとともに、必要に応じて専門

機関等（中部保健所、断酒会等）を案内します。 

⑤喫煙 

 

○集団健診や保健指導等の機会を通して、喫煙が身体

に与える影響や受動喫煙等に関する情報発信を行

い、喫煙者への禁煙を促します。 

○禁煙希望者に対しては、禁煙外来のある医療機関を

紹介します。 

○役場窓口や保健福祉センターへのポスター、パンフ

レットの設置及び各公民館への配布等を行うととも

に、広報おんな、村ホームページなどの情報媒体を

活用し、タバコに関する情報や禁煙・分煙等に関す

る情報発信に取り組みます。 

○公共施設においては、受動喫煙防止等のため、中部

保健所と連携しつつ、禁煙施設の拡充を図ります。 

福祉健康課 

教育委員会 

中部保健所 

保健推進員 

 

⑥歯・口

腔 

○「6024 運動」、「8020 運動」を推進し、村民の歯

の健康づくりの意識啓発を図ります。 

○集団健診や保健指導等の機会を通して、歯周病予防

等の歯の健康づくりに関する情報発信や定期的な歯

科検診の受診勧奨に取り組みます。 

○介護予防教室において、歯の健康の重要性について

理解促進を図るとともに、高齢者自らが口腔機能の

維持に取り組めるよう、歯磨き指導等の口腔ケア支

援を行います。 

福祉健康課 中部地区歯

科医師会 

⑦その他 

健康づく

り支援 

○インフルエンザ予防接種や肺炎球菌ワクチン接種の

受診勧奨を図り、感染症や疾病予防を進めます。 

○認知症サポーター養成講座の開催や対象範囲の拡大

等により、認知症に対する理解促進を図ります。 

○広報おんな、健康関連チラシ等の配布、村役場や保

健福祉センター等でのパンフレット等の設置、健康

福祉まつりでの広報等様々な機会を通じて村民の意

識啓発を図ります。 

○村ホームページへ健康情報を掲載・更新するととも

に防災情報メールの活用を検討し、村民が利用しや

すく、受け取りやすい情報発信に努めます。 

○村民が自ら行う健康管理のきっかけとなるよう、体

重記録表や健康づくり通信教室の活用を推奨すると

ともに、村広報誌等を通じて事例の紹介を行ってい

きます。 

福祉健康課 保健推進員 

区長会 

商工会 

医療機関 
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３）目標指標 

指標内容 策定時（H24） 目標値（H35） 出典元 

低栄養傾向（BMI 20以

下）の高齢者の減少 
12.7％ 減少 

特定健康診査結果 

長寿健診結果 

肥満傾向（BMI 25 以上）

の高齢者の減少 
44.5％ 減少 

特定健康診査結果 

長寿健診結果 

ゲートキーパー養成講座

開催数 

 

3 回 

（H24 年度まで） 

 

5 回 

（2年に 1 回開催） 

福祉健康課資料 

喫煙者の割合の減少 

○７５歳以上 

男性 6.5％ 

女性 1.3％ 

○７５歳以上 

男性 減少 

女性 減少 

長寿健診結果 
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４章 計画の推進に向けて            
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１．本計画の周知 

健康増進は村民生活の基礎となるところであり、全庁体制での取り組みが不可欠であ

るため、本計画に位置づけられた施策・事業に直接関わる関係課のみならず、行政内部

全体を対象に本計画の周知を図ります。 

また、健康づくりの取り組みは関係団体や村民等との連携・協力のもと推進していく

必要があるため、本計画をわかりやすく伝えるための概要版作成・配布に取り組むとと

もに、各種事業等を通して各地域へ足を運び、村民の健康課題等を含めた本計画の周知

を図ります。 

 

２．庁内体制の充実 

生涯にわたって、各ライフステージに応じた間断のない健康づくりを展開していくた

め、庁内の情報共有及び連携の強化を図ります。 

また、専門職の配置検討等により、各種相談や保健指導等をはじめとした、健康づく

り体制の充実に努めます。 

 

３．外部機関等との連携強化 

村内外の医療機関及び中部保健所、社会福祉協議会、商工会等との連携を強化し、村

民の生活習慣病予防や各種疾病予防、介護予防、健康づくりに関する意識啓発等の各種

取り組みを推進します。 

 

４．地域活動団体の育成及び活動促進 

地域における健康づくり活動の担い手となる保健推進委員や母子保健推進委員、スポ

ーツ推進委員、ボランティア団体等に対して、研修への参加促進等により人材育成を図

ります。また、食生活改善推進員をはじめ、「食」への関心の高い方々が地域の食育活

動に取り組めるよう、人材育成を図るとともに、新たな組織の立ち上げを検討します。 

保健推進委員や母子保健推進員、スポーツ推進委員、ボランティア団体等、地域にお

ける健康づくり活動の担い手となる地域活動団体の活動を支援します。また、地域活動

団体の活動内容等の周知等を積極的に行い、各団体の活動を促進します。 

 

５．計画の進行管理 

本計画の効果的・効率的な推進のため、毎年度、施策の点検・評価を行うとともに、

その結果等について「恩納村健康づくり推進協議会」へ報告を行い、広報おんなや村ホ

ームページ等で公表します。 

また、計画の中間年度である平成 30年度、または社会情勢等の変化や本計画の進捗

状況の点検・評価の結果、必要性が生じた場合には、適宜計画の見直しを行うものとし

ます。  
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参考資料編             
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１．恩納村の概況 

（１）総人口・世帯数等の推移 

平成 22 年の国勢調査によると、恩納村の総人口は 10,144 人、総世帯数は 3,801 世帯と

なっており、平成２年からの推移をみると人口・世帯数ともに増加傾向で推移している。 

また、核家族世帯数、単独世帯数ともに増加傾向であり、核家族化の進行がうかがえる。 

高齢者がいる世帯※をはじめ、高齢夫婦世帯※、高齢単身世帯※とも増加傾向で推移してお

り、一般世帯に占める高齢者がいる世帯の割合は平成 22年で３割強（35.0％）に達してい

る。 

■総人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者世帯等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高齢者がいる世帯：65歳以上の世帯員がいる一般世帯 

※高齢夫婦世帯：夫 65歳以上、妻 60歳以上の夫婦のみの世帯 

※高齢単身世帯：65歳以上の単身者世帯  

資料：国勢調査 

8,486 8,685 
9,064 

9,635 
10,144 

2,491 
2,715 

2,915 

3,489 

3,801 

1,372 
1,508 

1,668 
1,831 

1,974 

599 699 780 

1,195 1,281 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

平成２年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

総人口 世帯 核家族 単独世帯

（世帯）（世帯）

（人）

870
987

1,112
1,245

1,328

115 139 
168 192 219 

154 170 194 
252 279 

35.0%
36.4%

38.1%

35.7% 35.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

高齢者がいる世帯 高齢夫婦世帯

高齢単身世帯 一般世帯に占める高齢者がいる世帯の割合
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（２）人口構成 

 恩納村の平成 21年と平成 25年の人口ピラミッドを比較してみると、人口構成全体から、

男性、女性ともに 60 代半ばの団塊の世代が最も多い。また、30 代後半から 40 代前半の団

塊ジュニア世代も多くみられる。 

年齢３区分別人口割合の推移をみると、年少人口(0～14 歳)は微減、生産年齢人口(15～

64 歳未満)、老年人口(65 歳以上)はそれぞれ微増しているが、大きな変化は見られない。

また、県全体と比較すると、高齢者の人口が多いことがうかがえる。 

■人口ピラミッド（５歳階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  単位：人 

資料：恩納村資料 各年 10月現在 

■年齢３区分別人口割合の推移 

 

※ 沖縄県の統計は平成 25年 3月末現在 

資料：恩納村統計資料 各年 10月現在 

15.2%

15.0%

17.6%

64.5%

64.6%

64.7%

20.2%

20.4%

17.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Ｈ２１

Ｈ２５

【参考】

沖縄県

0～14歳 15-64歳 65歳以上

0100200300400500600

男

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

女 Ｈ２５

Ｈ２１

老年人口(女)

H25:1243人

H21:1211人

総数

H25:10,805人

H21:10,381人

生産年齢人口(男)

H25:3782人

H21:3548人

年少人口(男)

H25:827人

H21:815人

老年人口(男)

H25:965人

H21:887人

生産年齢人口(女)

H25:3194人

H21:3152人

年少人口(女)

H25:794人

H21:768人
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（３）人口推計 

 国立社会保障・人口問題研究所による人口推計によれば、恩納村の総人口は、年々増加

傾向にあり、平成 37 年には、基準年人口(平成 17 年)から 1,206 人増え、10,841 人になる

と予測されている。 

年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口（0～14 歳）は減少し、老年人口（65 歳以

上）が増加することが見込まれており、高齢化率は平成 37 年までに約４割弱(39．7％)と

なり、今後とも少子高齢化が進行していくものと予測される。 

 

■将来人口及び将来人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          資料：国立社会保障・人口問題研究所 

■年齢区分別人口の推移 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

  

9,635
10,103 10,409 10,656 10,841

1,558 1,542

1,417 1,332 1,281

6,201 6,601 6,793

6,745 6,721

2,849 3,101 3,459
3,869

4,304

29.6% 30.7%
33.2%

36.3%
39.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H17 H22 H27 H32 H37

総人口 0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率

基準年
人口

2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
H17 H22 H27 H32 H37

1,558 1,542 1,417 1,332 1,281
6,201 6,601 6,793 6,745 6,721
2,849 3,101 3,459 3,869 4,304

65歳～74歳(前期高齢者) 1,877 1,960 2,199 2,579 2,839
75歳以上(後期高齢者) 972 1,141 1,260 1,290 1,465

9,635 10,103 10,409 10,656 10,841
29.6% 30.7% 33.2% 36.3% 39.7%高齢化率

推計値

年少人口（0～14歳）
　生産年齢人口（15～64歳）

　老年人口（65歳以上）

総人口
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(４)産業 

恩納村における就業者割合の推移をみると、平成 12年に比べ第一次産業・第二次産業は

減少傾向、第三次産業は若干の増減はあるものの、ほぼ横ばいで推移している。 

 事業所の立地状況の推移を見ると、第１～３次産業の全てにおいて、平成 18年には一度

減少しているものの平成 21年には増加し、平成 24年には再び減少に転じている。 

平成 24年の従業者規模別事業所数を見ると、従業員数が「１～４人」の事業所が 323事

業所となっており、全体の６割強（63.2％）を占めている。一方、従業員数の割合をみる

と、事業所数が最も多い「１～４人」は全体の 11.3％（669人）であるのに対し、「30人以

上」（29事業所）は 60.9％（3,608人）と全体の６割を占めており、従業者の多くは従業員

数 30人以上の比較的大きな規模の事業所で勤めていることがうかがえる。 

 

■就業者割合の推移 

 
 

 

■事業所状況(事業所の立地状況) 

 

 

単位：％

資料：国勢調査

17.6%

17.3%

14.7%

15.9%

17.3%

12.6%

66.4%

68.7%

66.8%

0.1%

1.9%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１２

Ｈ１７

Ｈ２２

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能の産業

総数 第1次産業 第2次産業 　第3次産業

卸売・小売業、飲食店

飲食店

総数 総数
一般飲食

店
その他の
飲食店

587 6 66 515 61

42 19

545 2 57 486 74

50 24

561 4 59 498 75

54 21

52 24

177

178

286

251

253

Ｈ13

H18

H21

年度

　　　　       資料名：平成13,18年事業所・企業統計調査

　　　　　　　         　 ：平成21,24年経済センサス基礎調査

卸売・小
売業

その他

15.06%

飲食店の
割合

11.84%

15.23%

229

235

245

225

H24 512 3 59 450
76

151 16.89%223 227
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■従業員規模別事業所数・従業員数(民営の場合) 

 

 

(５)生活保護の状況 

平成 24年 3月の恩納村の生活保護世帯数は 91世帯であり、総世帯数の 2.3％となってい

る。平成 22年から 24年にかけて 11世帯(0.3％)増加している。沖縄県平均と比較すると、

いずれの年も総世帯に占める割合は低い。 

生活保護世帯の状況をみると、いずれの年も「高齢者世帯」が５割弱、「傷病者・障がい

者」が４割弱と多い。 

生活保護単身世帯の状況をみると、いずれの年も高齢単身世帯が５割以上を占めている。 

生活保護開始理由は、いずれの年も「傷病に起因する収入減」が５割以上を占め最も多

い。 

 

■生活保護世帯数の推移 

 

 

 

  

事業所数(件) 割合(％) 従業員者数(人) 割合(％) 事業所数(件) 割合(％) 従業員者数(人) 割合(％)

１～４人 387 65.9% 737 11.3% 361 66.2% 703 12.5%

５～９人 109 18.6% 723 11.1% 90 16.5% 599 10.6%

10～19人 51 8.7% 686 10.5% 53 9.7% 693 12.3%

20～29人 15 2.6% 347 5.3% 21 3.9% 490 8.7%

30人以上 25 4.3% 4,041 61.8% 20 3.7% 3,153 55.9%

合計 587 100.0% 6,534 100.0% 545 100.0% 5,638 100.0%

従業者規模
H13 H18

事業所数(件) 割合(％) 従業員者数(人) 割合(％) 事業所数(件) 割合(％) 従業員者数(人) 割合(％)

１～４人 396 70.6% 717 13.1% 323 63.2% 669 11.3%

５～９人 79 14.1% 605 11.0% 93 18.2% 621 10.5%

10～19人 48 8.6% 856 15.6% 51 10.0% 665 11.2%

20～29人 14 2.5% 437 8.0% 15 2.9% 362 6.1%

30人以上 24 4.3% 2,877 52.4% 29 5.7% 3,608 60.9%

合計 561 100.0% 5,492 100.0% 511 100.0% 5,925 100.0%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料名：平成13,18年事業所・企業統計調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：平成21，24年経済センサス基礎調査

従業者規模
H24H21

沖縄県 恩納村

総世帯 537,981 3,931
被保護世帯 20,766 80

割合 3.9% 2.0%

総世帯 533,982 3,933
被保護世帯 22,243 85

割合 4.2% 2.2%

総世帯 542,375 3,975
被保護世帯 23,749 91

割合 4.4% 2.3%

平成22年度

平成23年度

平成24年度

資料：恩納村福祉健康課 各年３月末 
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■生活保護世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生活保護単身世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

■生活保護開始理由 

 

 

 

 

 

 

  

定年 倒産
・失業 ･その他

実数（人） 13 7 6 1 0 2 1 1 0 2 0 2

構成比（％） 100.0% 53.8% 85.7% 7.7% 0.0% 15.4% 50.0% 50.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0%

実数（人） 18 11 11 0 0 0 0 0 0 5 0 2

構成比（％） 100.0% 61.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.8% 0.0% 11.1%

実数（人） 23 15 13 2 0 2 0 0 2 5 0 1

構成比（％） 100.0% 65.2% 86.7% 13.3% 0.0% 8.7% 0.0% 0.0% 100.0% 21.7% 0.0% 4.3%

平成22年度

平成23年度

平成24年度

転
入

そ
の
他

全体 全体世帯主 家族 老齢

年金・仕送
り 等 の 減
少

傷病に起因する収入減 離 婚 ・ 死
亡・行方不
明

傷病に起因しない収入減

生活保護単身世帯総数

高齢者 障がい者 その他

実数 67 37 26 4
構成比(％) 100.0% 55.2% 38.8% 6.0%

実数 70 38 28 4
構成比(％) 100.0% 54.3% 40.0% 5.7%

実数 73 39 30 4
構成比(％) 100.0% 53.4% 41.1% 5.5%

平成22年度

平成23年度

平成24年度

母子
傷病者・
障がい者

高齢者 その他

実数 80 1 30 39 10

構成比(％) 100.0% 1.3% 37.5% 48.8% 12.5%

実数 85 3 31 40 11

構成比(％) 100.0% 3.5% 36.5% 47.1% 12.9%

実数 91 2 36 44 9

構成比(％) 100.0% 2.2% 39.6% 48.4% 9.9%

平成23年度

平成24年度

総数

平成22年度

資料：恩納村福祉健康課 各年３月末 

資料：恩納村福祉健康課 各年３月末 

資料：恩納村福祉健康課 各年３月末 
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２．恩納村の保健に関する概況 

（１）死亡の状況 

１）主要死因と早世の要因 

恩納村の主要死因について、平成 23年においては、悪性新生物が第１位、心疾患が第

２位、脳血管疾患が第３位と続いている。平成 19 年から平成 23 年をみるといずれの年

においても悪性新生物が第１位、心疾患が第２位となっている。 

悪性新生物の部位別死亡順位をみると、平成 19 年から平成 23 年まで「気管、気管支

及び肺の悪性新生物」がいずれの年においても第１位となっており、また、平成 22年を

除いて、主要部位である「胃の悪性新生物」が上位に位置している。 

また 65歳未満の死亡原因疾患については、「悪性新生物（がん）」や『循環器系疾患（心

疾患、脳血管疾患）』による死亡者が多い状況がうかがえる。 

■主要死因の変化 

 

 

 

 

 

 

■部位別悪性新生物死亡順位 

 

 

 

 

 

 

 

■65歳未満の死亡原因疾患 

 

 

 

  

資料：沖縄県衛生統計年報 

資料：恩納村福祉健康課 

資料：沖縄県衛生統計年報 

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

悪性新生物（がん） 2 6 5 3 10

心疾患 1 1 1 2 1

脳血管疾患 6 1 1 3 1

自殺 1 0 1 1 2

肝疾患 0 0 1 1 1

その他 6 6 5 4 4

16 14 14 14 19

85 77 128 106 102

18.8% 18.2% 10.9% 13.2% 18.6%

疾患名

６５歳未満死亡総計

死亡総数に占める早世の割合

死
亡
内
因

死亡総数

疾患名 人数 疾患名 人数 疾患名 人数 疾患名 人数 疾患名 人数

第１位 悪性新生物 32 悪性新生物 27 悪性新生物 23 悪性新生物 31 悪性新生物 24

第２位 心疾患（高血圧症を除く） 13 心疾患（高血圧症を除く） 19 心疾患（高血圧症を除く） 9 心疾患（高血圧性を除く） 12 心疾患（高血圧性を除く） 13

第３位 肺炎 8 脳血管疾患 7 肺炎 8 肺炎 7 脳血管疾患 9

第４位 急性心筋梗塞 5 肺炎 7 慢性閉塞性肺疾患 6 不慮の事故 7 肺炎 5

第５位 4件の項目多数 慢性閉塞性肺疾患 6 不慮の事故 6 慢性閉塞性肺疾患 6 4件の項目多数

総数 101

平成23年

9288 93 80

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

順位 疾患名 件数 疾患名 件数 疾患名 件数 疾患名 件数 疾患名 件数

第1位
・気管、気管支及び肺
の悪性新生物

7
・気管、気管支及び肺
の悪性新生物

5
・気管、気管支及び肺
の悪性新生物

7
・気管、気管支及び肺
の悪性新生物

11
・気管、気管支及び肺
の悪性新生物

7

第2位 ・結腸の悪性新生物 4 ・胃の悪性新生物 4 ・胃の悪性新生物 4 ・胃の悪性新生物 4

第3位
・胆のう及びその他の
胆道の悪性新生物

3

第4位

第5位 2件の項目多数 1件の項目多数 ・結腸の悪性新生物 2

32 27 23 31 24

各3
・結腸の悪性新生物
・膵の悪性新生物
・前立腺の悪性新生
物

各2

・直腸Ｓ状結腸移行部及
び直腸の悪性新生物
・乳房の悪性新生物・
・膀胱の悪性新生物

各2

・結腸の悪性新生物
・膵の悪性新生物

各4

・膵の悪性新生物
・白血病

平成23年平成22年

各3
・結腸の悪性新生物
・口唇、口腔及び咽頭
の悪性新生物

各2

平成21年平成20年平成19年

・胃の悪性新生物
・肝及び肝内胆管の
悪性新生物

悪性新生物（がん）合計
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65 歳未満死亡の割合をみると、沖縄県は全国と比べ平成 20 年、22 年どちらも第１と

なっており、恩納村は沖縄県平均よりは値が低いものの全国平均を上回り高い割合とな

っている。また、女性においては平成 22 年での 65 歳未満死亡の割合は沖縄県平均を上

回っている。 

■65歳未満死亡の割合（都道府県順位） 

 

順位 順位

1 沖 縄 21.9 沖 縄 20.9 沖 縄 28.5 沖 縄 27.5 埼 玉 14.7 恩 納 村 15.1 1

2 埼 玉 19.8 埼 玉 18.2 恩 納 村 26.2 埼 玉 22.2 沖 縄 13.8 沖 縄 13.3 2

3 千 葉 18.7 恩 納 村 17.8 埼 玉 23.9 千 葉 21.0 神 奈 川 13.5 埼 玉 13.2 3

4 大 阪 18.3 千 葉 16.9 千 葉 23.1 大 阪 20.9 千 葉 13.4 神 奈 川 12.3 4

5 神 奈 川 18.2 神 奈 川 16.8 大 阪 22.6 恩 納 村 20.8 大 阪 13.1 千 葉 12.1 5

6 東 京 17.6 大 阪 16.7 東 京 22.1 東 京 20.7 北 海 道 12.7 大 阪 11.7 6

7 恩 納 村 17.2 東 京 16.4 神 奈 川 22.0 青 森 20.5 東 京 12.2 北 海 道 11.7 7

8 愛 知 17.2 青 森 15.9 愛 知 21.4 神 奈 川 20.4 愛 知 12.1 東 京 11.4 8

9 北 海 道 16.7 愛 知 15.7 茨 城 21.3 茨 城 20.0 栃 木 11.2 愛 知 11.1 9

10 栃 木 16.6 北 海 道 15.7 青 森 21.2 栃 木 19.9 福 岡 11.1 青 森 10.6 10

11 茨 城 16.4 茨 城 15.5 栃 木 21.2 福 岡 19.6 ★ 全 国 10.9 栃 木 10.4 11

12 福 岡 16.4 栃 木 15.4 福 岡 21.2 愛 知 19.5 宮 城 10.9 茨 城 10.3 12

13 青 森 16.3 福 岡 15.1 宮 城 20.6 北 海 道 19.1 兵 庫 10.7 福 岡 10.2 13

14 宮 城 16.1 ★ 全 国 14.8 ★ 全 国 20.2 ★ 全 国 18.9 青 森 10.6 ★ 全 国 10.0 14

15 ★ 全 国 15.8 兵 庫 14.6 北 海 道 20.2 宮 城 18.8 茨 城 10.6 兵 庫 10.0 15

16 兵 庫 15.6 群 馬 14.2 兵 庫 20.1 兵 庫 18.7 宮 崎 10.6 静 岡 9.7 16

17 群 馬 15.1 宮 城 14.1 長 崎 19.2 長 崎 18.6 群 馬 10.6 奈 良 9.7 17

18 宮 崎 15.0 長 崎 13.8 宮 崎 19.2 群 馬 18.5 岐 阜 10.2 滋 賀 9.5 18

19 京 都 14.7 京 都 13.8 京 都 19.2 京 都 18.2 静 岡 10.1 群 馬 9.5 19

20 滋 賀 14.7 石 川 13.8 滋 賀 19.1 愛 媛 18.1 奈 良 9.9 京 都 9.3 20

21 広 島 14.6 静 岡 13.8 広 島 19.0 広 島 18.1 京 都 9.9 石 川 9.2 21

22 静 岡 14.6 滋 賀 13.7 群 馬 18.9 石 川 18.0 恩 納 村 9.8 宮 崎 9.0 22

23 長 崎 14.5 広 島 13.6 山 梨 18.9 福 島 18.0 広 島 9.8 岩 手 8.9 23

24 奈 良 14.3 愛 媛 13.6 岩 手 18.8 山 梨 17.8 滋 賀 9.8 宮 城 8.9 24

25 岩 手 14.3 岩 手 13.5 福 島 18.7 岩 手 17.7 佐 賀 9.7 岐 阜 8.9 25

26 愛 媛 14.2 山 梨 13.4 鳥 取 18.5 滋 賀 17.7 富 山 9.6 長 崎 8.9 26

27 佐 賀 14.2 福 島 13.3 愛 媛 18.5 宮 崎 17.6 愛 媛 9.6 広 島 8.8 27

28 福 島 14.1 宮 崎 13.3 奈 良 18.5 鹿 児 島 17.5 長 崎 9.4 愛 媛 8.7 28

29 岐 阜 14.0 奈 良 13.0 静 岡 18.4 静 岡 17.5 岡 山 9.2 三 重 8.7 29

30 富 山 13.9 岐 阜 13.0 佐 賀 18.4 高 知 17.3 岩 手 9.1 和 歌 山 8.6 30

31 三 重 13.8 佐 賀 12.9 三 重 18.2 秋 田 17.1 和 歌 山 9.1 山 口 8.6 31

32 山 梨 13.6 三 重 12.8 石 川 18.0 鳥 取 17.0 福 島 9.1 佐 賀 8.6 32

33 石 川 13.6 鳥 取 12.8 香 川 17.9 徳 島 17.0 大 分 8.9 鳥 取 8.5 33

34 鳥 取 13.5 熊 本 12.7 富 山 17.8 佐 賀 17.0 熊 本 8.9 山 梨 8.5 34

35 香 川 13.4 鹿 児 島 12.7 熊 本 17.4 熊 本 16.9 石 川 8.9 熊 本 8.5 35

36 和 歌 山 13.4 秋 田 12.7 岐 阜 17.3 岡 山 16.8 三 重 8.8 福 島 8.2 36

37 岡 山 13.3 和 歌 山 12.6 新 潟 17.3 三 重 16.7 香 川 8.6 香 川 8.2 37

38 新 潟 13.2 香 川 12.5 和 歌 山 17.3 岐 阜 16.6 高 知 8.6 富 山 8.2 38

39 熊 本 13.2 岡 山 12.5 鹿 児 島 17.3 香 川 16.6 新 潟 8.6 鹿 児 島 8.0 39

40 大 分 13.1 高 知 12.4 高 知 17.1 新 潟 16.6 徳 島 8.6 秋 田 7.9 40

41 高 知 12.9 徳 島 12.4 岡 山 17.1 和 歌 山 16.4 秋 田 8.5 岡 山 7.9 41

42 秋 田 12.9 山 口 12.4 大 分 17.0 大 分 16.2 山 口 8.5 福 井 7.8 42

43 鹿 児 島 12.8 富 山 12.3 秋 田 16.9 富 山 16.2 鳥 取 8.4 大 分 7.8 43

44 徳 島 12.8 新 潟 12.1 徳 島 16.7 奈 良 16.0 鹿 児 島 8.3 徳 島 7.5 44

45 山 口 12.5 大 分 12.1 島 根 16.5 山 口 15.9 福 井 8.1 高 知 7.4 45

46 福 井 12.1 福 井 11.4 山 口 16.3 島 根 15.1 長 野 7.9 山 形 7.4 46

47 長 野 12.0 山 形 11.0 山 形 16.3 福 井 14.8 山 梨 7.8 新 潟 7.4 47

48 山 形 11.9 島 根 10.8 福 井 16.0 山 形 14.4 山 形 7.4 長 野 7.1 48

49 島 根 11.9 長 野 10.7 長 野 15.8 長 野 14.2 島 根 7.0 島 根 6.5 49

資料：平成20・22年　人口動態調査

H20年 H22年H20年 H22年

男　　　性

H20年 H22年

総　　　数 女　　　性
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２）年齢調整死亡率※でみる沖縄県の死亡の特徴 

全国と比較して沖縄県の男性は、悪性新生物（がん）の割合が低く、順位も後半に位

置している。また、10 年間の推移をみると沖縄県では全体的に減少傾向にあるが、肝疾

患についてはいずれの年も第１位となっている。 

一方、女性については、10年間の推移をみると沖縄県では全体的に減少傾向にあるが、

自殺の割合が急激に増加しており、第４位となっている。 

また、肝疾患、糖尿病が沖縄県の男女ともに割合が高く、平成 17年は第１位となって

いる。 

 

■沖縄県の男女別年齢調整死亡率（人口 10万対） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 年齢調整死亡率 

年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した死亡

率が年齢調整死亡率（人口 10 万対）である。この年齢調整死亡率を用いることによ

って、年齢構成の異なる集団について、年齢調整の相違を気にすることなく、より正

確に地域比較や年次比較をすることができる。 

 

 

  

Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22
死亡率 214.0 197.7 182.4 194.8 177.1 158.9 103.5 97.3 92.2 85.8 89.2 85.2
順位 － － － 43位 46位 46位 － － － 46位 43位 41位
死亡率 46.3 44.6 42.4 55.0 46.1 38.9 12.3 11.7 11.5 13.5 14.5 11.5
順位 － － － 3位 18位 43位 － － － 7位 2位 16位
死亡率 85.8 83.7 74.2 78.9 71.2 71.8 48.5 45.3 39.7 39.6 40.0 34.7
順位 － － － 39位 44位 8位 － － － 47位 40位 42位
死亡率 29.7 25.9 20.4 33.3 28.0 25.0 14.2 11.5 8.4 15.1 16.1 9.8
順位 － － － 12位 21位 10位 － － － 13位 3位 18位
死亡率 74.2 61.9 49.5 63.5 51.9 48.4 45.7 36.1 29.6 30.0 23.1 22.4
順位 － － － 42位 45位 24位 － － － 47位 47位 43位
死亡率 30.7 31.6 29.8 42.4 39.4 36.2 10.7 10.7 10.9 11.1 8.7 13.2
順位 － － － 3位 8位 8位 － － － 17位 42位 4位
死亡率 14.0 12.6 11.2 20.8 21.1 17.9 4.4 4.2 3.8 5.1 7.5 5.8
順位 － － － 1位 1位 1位 － － － 8位 1位 2位
死亡率 7.8 7.3 6.7 10.2 10.0 7.6 4.4 3.9 3.3 6.3 6.3 4.1
順位 － － － 2位 1位 11位 － － － 2位 1位 7位

肝疾患

糖尿病

区分
男性

全国 沖縄県

悪性新生物（がん）

肺がん

心疾患

急性心筋梗塞

脳血管疾患

自殺

女性
全国 沖縄県推移 推移

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↑

↓

↓

↓

↑

↓

↓

↓

↓

↓

資料：厚生労働省 HPより 
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３）標準化死亡比（SMR）※でみる沖縄県の死亡の特徴 

恩納村の標準化死亡比をみると、全死因（総死亡）では女性では県平均を上回る比率

となっている。 

男性では、「白血病」の比率が最も高く 160を超えており、次いで「慢性閉塞性肺疾患」、

「気管支・肺がん」の比率が高い。1993～2002 年と比較すると、大腸がんを除く『悪性

新生物』（胃がん、気管支・肺がん等）や「急性心筋梗塞」等の項目で増加が見られ、特

に「白血病」においては 93.77から 165.85へ増加している。 

女性では、「慢性閉塞性肺疾患」及び「慢性肝疾患・肝硬変」の比率が 200を超えて高

い。1993～2002 年と比較すると、男性と同様に『悪性新生物』や「心疾患」等の項目で

増加が見られ、特に「慢性閉塞性肺疾患」においては 77.05から 225.39へ増加している。 

「自殺」に注目すると、男女ともに県平均を上回る比率となっている。 

 

■性別にみる疾病別標準化死亡比（恩納村）（1993年-2002年,2003年-2012年） 

 

※便宜上 2003～2012年の値を  で示している。 

 

※標準化死亡率（SMR） 

地域の年齢構成を均一にした死亡率のことで、SMR は、県全体を 100 とし、100 より

大きい時は県に比べて死亡率が高いことを意味している。 
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資料：市町村別標準化死亡比（SMR)「26ショック！沖縄県の平均寿命と死亡状況」別冊 
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（２）健康診査及び健康診査結果の概要 

１）特定健診及び特定保健指導 

特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）に着目

し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活

習慣病の有病者・予備群を減少させること（病気の予防）を目的としている。 

平成 23年度の法定報告では、恩納村の特定健診受診率は 44.3％、特定保健指導実施率

が 47.1％となっている。沖縄県と比較して、受診率、保健指導実施率ともに高い割合と

なっているものの、受診率は国の目標である 65％には達していない状況である。 

恩納村の特定健診受診率の推移をみると、県内においては上位に位置しており、平成

21年から平成 23年まで横ばいで推移し、伸び悩んでいる状況となっている。また、恩納

村の特定保健指導実施率の推移をみると、平成 22 年度に順位を伸ばしたが、平成 23 年

度は県内 22位に順位を下げた。 

 

  



 

 

- 36 - 

■特定健康診査受診率の推移 

 

 

 

 

 

特定健康診査

市町村 対象者数 受診者数 受診率 市町村 対象者数 受診者数 受診率 市町村 対象者数 受診者数 受診率

1 竹富町 1,011 628 62.1 多良間村 370 234 63.2 北大東村 112 71 63.4

2 多良間村 381 231 60.6 東村 543 335 61.7 多良間村 356 220 61.8

3 与那国町 378 224 59.3 座間味村 253 150 59.3 南大東村 329 201 61.1

4 座間味村 250 144 57.6 南大東村 336 198 58.9 東村 523 314 60.0

5 東村 546 305 55.9 竹富町 1,001 584 58.3 竹富町 985 591 60.0

6 北大東村 110 61 55.5 与那国町 371 214 57.7 座間味村 257 151 58.8

7 国頭村 1,277 701 54.9 北大東村 111 63 56.8 大宜味村 875 509 58.2

8 南大東村 344 186 54.1 国頭村 1,226 646 52.7 与那国町 372 212 57.0

9 伊平屋村 331 179 54.1 伊平屋村 327 171 52.3 宜野座村 1,167 632 54.2

10 渡嘉敷村 152 75 49.3 宜野座村 1,137 560 49.3 国頭村 1,219 656 53.8

11 大宜味村 929 447 48.1 大宜味村 889 418 47.0 渡嘉敷村 142 74 52.1

12 伊江村 1,582 721 45.6 渡名喜村 124 56 45.2 伊平屋村 318 162 50.9

13 宜野座村 1,124 505 44.9 伊江村 1,556 694 44.6 南風原町 5,673 2,697 47.5

14 恩納村 2,328 1,034 44.4 今帰仁村 2,347 1,045 44.5 伊是名村 334 158 47.3

15 渡名喜村 125 53 42.4 恩納村 2,348 1,042 44.4 伊江村 1,550 730 47.1

16 南城市 8,233 3,437 41.7 渡嘉敷村 151 66 43.7 渡名喜村 118 55 46.6

17 久米島町 2,136 857 40.1 南城市 8,268 3,510 42.5 南城市 8,280 3,738 45.1

18 石垣市 9,647 3,820 39.6 南風原町 5,543 2,336 42.1 恩納村 2,326 1,030 44.3

19 今帰仁村 2,354 932 39.6 石垣市 9,682 3,757 38.8 今帰仁村 2,391 1,005 42.0

20 西原町 5,676 2,100 37.0 久米島町 2,081 803 38.6 金武町 2,554 1,071 41.9

21 嘉手納町 3,049 1,097 36.0 伊是名村 364 139 38.2 石垣市 9,704 4,021 41.4

22 南風原町 5,669 2,035 35.9 読谷村 8,030 2,995 37.3 読谷村 8,003 3,289 41.1

22 金武町 2,582 914 35.4 名護市 11,010 4,094 37.2 久米島町 2,076 853 41.1

24 中城村 3,114 1,090 35.0 西原町 5,789 2,147 37.1 名護市 11,193 4,315 38.6

25 北中城村 3,252 1,130 34.7 宮古島市 11,801 4,371 37.0 宮古島市 11,896 4,481 37.7

26 名護市 10,963 3,787 34.5 金武町 2,530 930 36.8 西原町 5,920 2,211 37.3

27 伊是名村 369 123 33.3 嘉手納町 2,973 1,056 35.5 与那原町 2,883 1,072 37.2

28 宮古島市 11,850 3,895 32.9 浦添市 17,995 6,282 34.9 那覇市 54,777 19,598 35.8

29 読谷村 7,979 2,614 32.8 那覇市 54,819 19,069 34.8 本部町 3,125 1,118 35.8

30 八重瀬町 4,997 1,610 32.2 糸満市 10,099 3,500 34.7 沖縄県 262,563 94,058 35.8

31 粟国村 166 53 31.9 沖縄県 261,469 89,999 34.4 糸満市 10,122 3,591 35.5

32 沖縄県 262,055 83,424 31.8 八重瀬町 5,030 1,686 33.5 嘉手納町 2,911 1,032 35.5

33 那覇市 55,264 17,423 31.5 粟国村 161 54 33.5 八重瀬町 5,050 1,784 35.3

34 ★全国 22,520,576 7,067,714 31.4 中城村 3,075 1,023 33.3 粟国村 156 55 35.3

35 糸満市 10,039 3,004 29.9 北中城村 3,251 1,068 32.9 浦添市 18,115 6,217 34.3

36 北谷町 5,029 1,478 29.4 本部町 3,066 1,007 32.8 北中城村 3,261 1,071 32.8

37 豊見城市 8,933 2,596 29.1 ★全国 22,419,244 7,169,761 32.0 豊見城市 9,162 2,960 32.3

38 本部町 3,101 900 29.0 豊見城市 9,044 2,797 30.9 中城村 3,131 988 31.6

39 うるま市 24,808 7,169 28.9 うるま市 24,898 7,459 30.0 沖縄市 25,528 7,739 30.3

40 浦添市 18,008 4,849 26.9 与那原町 2,868 842 29.4 うるま市 24,597 7,349 29.9

41 沖縄市 25,075 6,412 25.6 宜野湾市 15,855 4,411 27.8 北谷町 5,043 1,449 28.7

42 宜野湾市 15,994 3,934 24.6 北谷町 5,003 1,367 27.3 宜野湾市 16,029 4,588 28.6

43 与那原町 2,900 671 23.1 沖縄市 25,144 6,820 27.1

NO
平成21年度 平成22年度 平成23年度

資料：法定報告 
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■特定保健指導実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法定報告 

市町村 対象者数 終了者数 実施率 市町村 対象者数 終了者数 実施率 市町村 対象者数 終了者数 実施率

1 伊平屋村 39 35 89.7 伊平屋村 40 38 95.0 伊平屋村 32 27 84.4

2 南大東村 51 37 72.5 国頭村 112 89 79.5 本部町 215 150 69.8

3 南城市 633 439 69.4 南城市 672 450 67.0 南城市 637 444 69.7

4 嘉手納町 239 145 60.7 南大東村 50 32 64.0 宜野座村 151 97 64.2

5 糸満市 564 332 58.9 糸満市 647 411 63.5 国頭村 114 73 64.0

6 渡名喜村 17 10 58.8 北谷町 263 160 60.8 今帰仁村 208 132 63.5

7 八重瀬町 313 166 53.0 北中城村 188 114 60.6 糸満市 611 369 60.4

8 豊見城市 430 218 50.7 読谷村 582 339 58.2 伊是名村 58 35 60.3

9 西原町 464 235 50.6 本部町 219 125 57.1 読谷村 652 381 58.4

10 渡嘉敷村 16 8 50.0 嘉手納町 209 119 56.9 北大東村 16 9 56.3

11 与那原町 115 57 49.6 伊是名村 39 22 56.4 北谷町 257 140 54.5

12 竹富町 132 65 49.2 西原町 419 233 55.6 南風原町 473 258 54.5

13 中城村 248 117 47.2 渡嘉敷村 11 6 54.5 伊江村 145 77 53.1

14 浦添市 865 408 47.2 恩納村 217 113 52.1 嘉手納町 184 97 52.7

15 宜野座村 119 55 46.2 今帰仁村 238 123 51.7 久米島町 199 102 51.3

16 南風原町 359 159 44.3 浦添市 1,158 587 50.7 竹富町 117 60 51.3

17 東村 72 31 43.1 伊江村 141 71 50.4 豊見城市 476 243 51.1

18 恩納村 212 90 42.5 中城村 202 101 50.0 宜野湾市 737 370 50.2

19 北中城村 214 90 42.1 豊見城市 465 232 49.9 うるま市 1,457 725 49.8

20 粟国村 12 5 41.7 宜野湾市 771 377 48.9 中城村 185 91 49.2

21 金武町 208 86 41.3 金武町 207 101 48.8 八重瀬町 323 158 48.9

22 宜野湾市 720 278 38.6 宜野座村 129 62 48.1 北中城村 176 83 47.2

22 宮古島市 703 267 38.0 南風原町 445 212 47.6 恩納村 191 90 47.1

24 本部町 191 70 36.6 八重瀬町 295 131 44.4 浦添市 998 467 46.8

25 沖縄県 16,460 5,930 36.0 沖縄県 17,173 7,234 42.1 金武町 225 105 46.7

26 伊是名村 31 11 35.5 竹富町 106 43 40.6 沖縄県 16,895 7,864 46.5

27 今帰仁村 207 70 33.8 久米島町 180 72 40.0 西原町 409 187 45.7

28 那覇市 3,121 993 31.8 座間味村 28 11 39.3 宮古島市 730 330 45.2

29 うるま市 1,595 486 30.5 宮古島市 740 283 38.2 与那原町 187 82 43.9

30 与那国町 53 15 28.3 粟国村 11 4 36.4 南大東村 57 24 42.1

31 石垣市 872 244 28.0 うるま市 1,566 543 34.7 名護市 814 340 41.8

32 読谷村 534 141 26.4 与那原町 140 47 33.6 粟国村 12 5 41.7

33 国頭村 157 40 25.5 石垣市 811 268 33.0 座間味村 34 14 41.2

34 名護市 798 181 22.7 北大東村 13 4 30.8 多良間村 39 16 41.0

35 ★全国 988,597 211,988 21.4 那覇市 3,418 1,041 30.5 渡名喜村 10 4 40.0

36 北大東村 10 2 20.0 沖縄市 1,303 393 30.2 沖縄市 1,435 560 39.0

37 久米島町 180 34 18.9 東村 80 23 28.8 渡嘉敷村 16 6 37.5

38 大宜味村 90 15 16.7 大宜味村 89 25 28.1 那覇市 3,221 1,145 35.5

39 北谷町 307 50 16.3 多良間村 41 11 26.8 石垣市 865 297 34.3

40 沖縄市 1,321 213 16.1 ★全国 953,535 242,911 25.5 大宜味村 100 34 34.0

41 伊江村 172 27 15.7 名護市 853 203 23.8 東村 67 21 31.3

42 座間味村 24 2 8.3 与那国町 57 13 22.8 与那国町 62 16 25.8

43 多良間村 52 3 5.8 渡名喜村 18 2 11.1

NO
平成21年度 平成22年度 平成23年度
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２）特定健康診査結果の概要 

 

平成 22年度の特定健康診査からメタボリックシンドローム該当者の割合をみると、男

性は 28.9％と県平均（30.2％）を下回っているが、女性は 18.2％と県平均の 13.1％を上

回っている。メタボリックシンドローム予備群においては、男女ともに県平均を上回っ

ており、肥満度を表す BMI（肥満指数）の項目においても男女ともに県平均を上回ってお

り特に女性は上位となっている。 

メタボリックシンドローム関連項目においては、低 HDL コレステロール、高中性脂肪

の割合は男女ともに県平均を下回り下位となっているが、男性の高中性脂肪の割合は約

30％の比率となっている。 

糖尿病の発病リスクを高めるヘモグロビン A1c で 5.2 以上 6.0 以下の境界型では、男

女とも県平均を大きく下回っているものの割合では男性 48％、女性 44.6％と高い割合と

なっている。また、HbA1ｃ6.1％以上の糖尿病が強く疑われる者の割合では男女ともに県

平均を上回っている。 

高血圧の割合については、軽症の高血圧者が多く男性 48％、女性 44.6 とともに高く、

特に女性においては中度から重度の割合が上位に位置している。 

動脈硬化の危険因子である LDL コレステロールでは、男性は 54.8％と県平均を上回り

上位に位置している。また、女性においては県平均を下回っているものの割合は 55.6％

と男性より高い割合となっており有所見者の多い結果となっている。 

また、腎蔵機能を示す尿蛋白では、＋以上の者が 6.6％となっており県平均を上回り上

位となっている。また、高尿酸血症では男女ともに県平均を上回っているが、特に男性

の割合が高く 33.1％となっている。 
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2,521

80 人 7.0% 401 人 35.3% 655 人 57.7%

1,134 人 99.8% 662 人 58.4% 472 人 41.6%

cm 1,134 人 99.8% 590 人 52.0% 544 人 48.0%

mg/dl 1,134 人 99.8% 844 人 74.4% 256 人 22.6% 34 人 3.0%

mg/dl 1,134 人 99.8% 1,090 人 96.1% 34 人 3.0% 10 人 0.9%

空腹時血糖 mg/dl 933 人 82.1% 585 人 62.7% 278 人 29.8% 70 人 7.5%

随時血糖 mg/dl 202 人 17.8% 179 人 88.6% 12 人 5.9% 11 人 5.4%

HbA1c ％ 1,130 人 99.5% 556 人 49.2% 475 人 42.0% 99 人 8.8%

計 1,134 人 99.8% 468 人 41.3% 545 人 48.1% 121 人 10.7%

1,124 人 98.9% 1,110 人 98.8% 8 人 0.7% 6 人 0.5%

収縮期 mmHg 1,134 人 99.8% 607 人 53.5% 264 人 23.3% 263 人 23.2%

拡張期 mmHg 1,134 人 99.8% 916 人 80.8% 78 人 6.9% 140 人 12.3%

計 1,134 人 99.8% 582 人 51.3% 257 人 22.7% 295 人 26.0%

mg/dl 1,134 人 99.8% 560 人 49.4% 287 人 25.3% 287 人 25.3%

U/l 1,134 人 99.8% 965 人 85.1% 135 人 11.9% 34 人 3.0%

U/l 1,134 人 99.8% 891 人 78.6% 180 人 15.9% 63 人 5.6%

U/l 1,134 人 99.8% 878 人 77.4% 167 人 14.7% 89 人 7.8%

1,124 人 98.9% 1,037 人 92.3% 57 人 5.1% 30 人 2.7%

mg 1,093 人 96.2% 1,046 人 95.7% 45 人 4.1% 2 人 0.2%

GFR
（糸球体濾過量）

ml/min/1.73㎡ 1,093 人 96.2% 897 人 82.1% 139 人 12.7% 57 人 5.2%

mg/dl 1,092 人 96.1% 877 人 80.3% 135 人 12.4% 80 人 7.3%

＊判定値については、標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）P48、「私の健康記録」A-6参照
＊eGFRについては60ml/min/1.73㎡以上を正常値として計上

※福祉健康課資料（集計ツールより）

割合

尿試験紙法で尿蛋白1+以上と血尿1+以上が合併していると予後が不良である。したがって、両者が1+以上同
時にある場合も腎臓専門医に紹介する。（CKD診療ガイド　P50）

３　次

発症を予防する

腎

機
能

内

臓

脂

肪

人数

受診者数

発病後、進行を抑制し、

再発や重症化を防ぐ

受診勧奨判定値

受診者数
（40～74歳男女計）

1,136 人

人数

γ-GT（γ-GTP)

平成２４年度特定健康診査の結果

BMI

正常値

割合

イ

ン

ス

リ

ン

抵

抗

性

血
糖

HDLコレステロール

項目 単位

早期発見、早期治療をする

血管変化の予防

２　次１　次

割合

血

圧

人数

保健指導判定値
検査
実施率

＊腎機能について…【保健指導判定値】尿蛋白（＋）57人のうち尿潜血（＋）以上合併している者14人

保

険

者

独

自

に

追

加

す

る

項

目

クレアチニン
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診
項
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危険因子
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腹囲

ALT（GPT）

中性脂肪

尿蛋白

尿糖

AST（GOT）

血
管

が
傷

む
（
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脈
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の

危
険
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子
）
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３）がん検診の受診状況 

各種がん検診の受診状況をみると、「胃がん」、「大腸がん」、「子宮頸がん」の検診受診

率については、平成 17年の受診率と比較して概ね増加傾向もしくは横ばいで推移してい

る。一方、「肺がん」、「乳がん」の受診率は減少傾向で推移しており、特に「乳がん」は

平成 23年から平成 24年にかけて１割以上（12.6ポイント）減少している。 

各検診の受診率を比較すると、「肺がん」や「子宮頸がん」は２～３割と他検診より高

く、一方で「胃がん」は１割強と低い状況である。 

■肺がん 

 

 

 

 

 

 

 

■胃がん 

 

 

 

 

 

 

 

■大腸がん 

 

 

 

 

 

 

 

■子宮頸がん               ■乳がん 

 

 

 

 

  

※子宮頸がん検診及び乳がん検診については、２年に１度の受診を推

奨している関係から、「受診者÷対象者×100（％）」の値にはならない。 

資料：恩納村福祉健康課 
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４）生活習慣病等の概況 

①年齢別肥満者の割合 

年齢別に肥満者の割合をみると、男性は、50 代をピークとした山型のグラフとなって

いるのに対し、女性は加齢とともに割合が上昇する右肩上がりのグラフとなっている。 

沖縄県の状況をみると、男女とも肥満率はワースト１であり、男性は 45.2％と２人の

うち１人が肥満となっている。各年代でみると男女とも全国平均を上回っており、男性

の 40～50歳代と女性の 60歳以上は２割以上も高くなっている。 

恩納村の状況をみると、男性では全ての年代で全国平均を上回っており特に 40歳代で

51.2％と最も多く、全国・県平均よりも高い状況となっている。また、50 歳代以上では

各年代とも 45％前後の高い割合を占めている。県平均との比較では 20～30歳代では県平

均よりも低いが 40 歳代で県平均を上回り 50 歳代で県平均よりも９ポイント低くなって

いる。また、60歳代以上では県平均とほぼ同じか高い状況となっている。 

女性では、20歳代では国・県平均よりも非常に低い割合となっているが、30歳代から

急激に増加し国・県平均を大きく上回っている。40 歳代以降では各年代での割合が増加

を続け 70 歳で 51.6％と最も高い値となっている。また、30、60、70 歳代以上では県平

均を上回っている。 

 

■年齢別肥満者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■男性肥満率（都道府県別） 

 

 

 

 

 

 

※女性肥満率については該当者の割合が少なく、変動係数が多いため、男性肥満率のみを

掲載している。  

資料：平成 22年度国民・県民栄養調査 

資料：平成 23年度国民・県民栄養調査、恩納村福祉健康課 

順位 都道府県 肥満率
1 沖縄県 45.2%
2 宮崎県 44.7%
3 栃木県 40.5%

40 長野県 25.7%
46 福井県 22.5%
47 山口県 22.1%

31.1%全国

25.0%

37.0%

51.2%
45.1% 46.3% 44.0%

34.0%
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②肥満者数（BMI）年次推移 

男性の肥満者（BMI25以上）数の推移は平成 20年度の 215人から平成 24年度では 275

人と増加しており、全受診者に占める割合は 44.8％なっている。 

女性では平成 20 年度の 209 人（41.1％）から平成 22 年度の 233 人（43.2％）をピー

クにその後減少傾向で推移し、平成 24年度には 197人（37.7％）となっている。 

    

 

 

 

 

 

 

 

③メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合 

平成 23年度の国民栄養調査及び県民栄養調査からメタボリックシンドロームの該当者

及び予備群をみると、メタボ該当者は、沖縄県 30～40 代の男性、沖縄県 60 代以上の女

性では全国よりも割合が高く、特に沖縄県 40代男性は全国の２倍以上とメタボ該当者の

割合が高くなっている。また、メタボ予備群は沖縄県 40歳男性を除いた男女の各年代と

も、全国を上回っている。 

恩納村の特定健康診査結果からメタボリックシンドローム該当者の状況をみると、男

性は 20～30 歳代まで国の平均値に近いが若い年代である 20 歳代で 3.6％、30 歳代では

9.3％にメタボリックシンドロームがみられている。40歳代では県平均には達していない

ものの全国平均を上回り 19.0％となっており、50歳代では国・県平均値を大きく上回る

32.0％となっている。一方、60歳代、70歳代では国・県平均を大きく下回っている。女

性では 20～60歳代まで国・県平均を下回っており、70歳代のみ国平均を上回っており県

平均の 23.1％に近い値となっている。 

 

■年齢別メタボ該当者の割合 
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■年齢別メタボ予備群の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタボリックシンドローム予備群に該当する男性では、20 歳代から 7.1％の予備群が

みられるものの、全国・県平均より低い割合となっている。しかし、30 歳代から急増し

25.9％と最も高い割合となっている。40～60歳代まで 20～25％の割合で推移しているが

70歳代では 18.4％と減少している。また、30歳代以外の他の年代では全国よりも低いか

同程度の割合となっている。県平均と比べると 40歳代で 23.8％と県平均を 4.4ポイント

上回っているが他の年代では大幅に低い割合となっている。 

女性では、20 歳代から予備群がみられ 30 歳では 9.5％と全国の 0.8％、県 3.2％を大

きく上回っている。40 歳代では全国平均に近いが 50 歳代から増加しはじめ 60 歳代で最

も高く 22.9％と全国の 2.7倍、県より 1.3倍高い割合となっている。また、70歳代でも

全国の約 2倍の高さとなっている。 

 

④肥満とメタボリックシンドローム予備群・該当者の推移 

特定健康診査における肥満（内臓脂肪蓄積）の指標である「腹囲」から肥満者数の推

移をみると男性は平成 20 年度 278 人から平成 23 年度 346 人と増加しているが、平成 24

年度は 329 人と減少しており特定健診受診者の 53.8％となっていいる。一方、男性のメ

タボリックシンドローム予備群数は、平成 20年度の 94人から平成 22年度の 131人に増

加し、平成 23 年度には 116 人と減少しているが、平成 24 年度には 147 人と大幅に増加

し全体の 24.1％となっている。また、メタボリックシンドローム該当者数は、平成 20年

度の 143人から緩やかに増加を続け平成 24年度では 182人となっており受診者に占める

割合も 29.8％となっている。 

 

  

 

  

資料：平成 23年度国民栄養調査、平成 23年度県民栄養調査、恩納村福祉健康課 
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女性の肥満者（腹囲 90㎝以上）の推移をみると平成 20年度 159人から平成 22年度に

184人と増加しているが、平成 23年度に 173人と減少に転じ、平成 24年度は 144と大幅

に減少している。一方、女性のメタボリックシンドローム予備群数は、平成 20年度の 57

人から増減を繰り返し平成 24 年度には 58 人と横ばいで推移し全体の 11.2％となってい

る。また、メタボリックシンドローム該当者数は、平成 20 年度の 75 人から緩やかに増

加を続け、平成 23年度では 95人とピークとなり平成 23年度以降は緩やかな減少傾向が

みられている。平成 24 年度では 86 人となっており受診者に占める割合も 16.6％となっ

ており減少傾向がみられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■肥満とメタボリックシンドローム予備群・該当者の推移 
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⑤糖尿病有病者・予備群の状況 

平成 23年度の国民栄養調査及び県民栄養調査から糖尿病の該当者及び予備群をみると、

糖尿病有病者は、沖縄県 40代の男性、沖縄県 60代以上の女性で全国よりも割合が高く、

特に 60代女性では１割程割合が高い。 

恩納村の糖尿病有病者の状況をみると、男性では 30歳代から有病者が出現し以後年代

を追うごとに右肩上がりに上昇し、70歳以上で最も高く 14.4％となっている。30歳代で

は全国・県の割合よりもわずかに高く、40歳代から 60歳代では全国・県よりも低い割合

となっている。又、70 歳代では県より 1.6 ポイント高いものの全国平均を大きく下回っ

ている。 

女性においても、年代が高くなるにつれ有病者数も増加しており 70歳代で 12.3％と最

も高くなっている。また、40 歳代 3.9％、50 歳代 7.2％と割合は低いものの全国、県よ

りも高い割合となっている。また、60 歳代では 8.1％と全国・県平均のよりも低いの割

合となっている。 

■年齢別糖尿病有病者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

※有病者：HbA1cの値が 6.1％以上の者またはインシュリン等服用者 

 

男性の糖尿病予備群の割合では、20 歳代は 17.9％、30 歳代は 22.2％と非常に高い割

合となっている。女性の 30歳代でも 27.0％と非常に高い割合となっている。これは、若

い年代の基本健診受診数が少ないことが影響していると考えられるがさらなる検証が必

要と思われる。 

男性の 40 歳代以降の予備群の割合は、40 歳代から 70 歳代で全国平均よりも低い割合

となっている。県平均と比べると 50歳代のみわずかに 0.2ポイント高い割合となってい

るが、各年代ともに県平均より低い割合となっている。 

女性においては、年齢の上昇とともに予備群の割合は増加しており 70歳代で 12.3％と

最も高くなっている。40歳代から 70歳代の全ての年代において全国・県平均を大きく下

回る結果となっている。 

 

 

資料：平成 23年度国民栄養調査、平成 23年度県民栄養調査、恩納村福祉健康課 
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■年齢別糖尿病予備群の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

※予備群：HbA1cの値が 5.6～6.0％の者（インシュリン等服用者は除く） 

 

 

 

  

資料：平成 23年度国民栄養調査、平成 23年度県民栄養調査、恩納村福祉健康課 
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（３）介護保険の概要 

１）介護保険認定者の状況 

恩納村の要介護（要支援）認定者数の推移をみると、認定者総数は増加傾向で推移し

ている。 

平成 20 年を 100 とした場合の伸び率の状況をみると、軽度（要介護２以下）は微増、

中度（要介護３）はほぼ横ばいで推移している。一方、重度（要介護４以上）が平成 20

～22年までの３年間で大きく伸びており、その後は横ばいで推移している。 

■介護度別人数の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■介護度別認定者の伸び（趨勢比、H20年＝100） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第２号被保険者（40～64歳）の特定疾病者の状況 

恩納村の第２号被保険者の特定疾病者の状況をみると、特定疾病者数は年によってま

ばらな状況であるが、「脳血管疾患」は常に１人以上で推移しており、他の疾病に比べて

出現率が高い。 

■第２号被保険者（40～64歳）の特定疾病者の状況 

 

 

 

  

資料：介護保険事業状況報告 

資料：介護保険事業状況報告 

内容

40～64歳人口

疾病者数 出現率 疾病者数 出現率 疾病者数 出現率 疾病者数 出現率 疾病者数 出現率
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

がん（末期） 1 0.0302% - - 1 0.0287% - - 1 0.0278%

初老期における認知症 - - 2 0.0588% - - 1 0.0278% - -

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎
症及び糖尿病性網膜症

- - - - - - - - 1 0.0278%

脳血管疾患 2 0.0605% 1 0.0294% 5 0.1435% 3 0.0835% 3 0.0835%

両側の膝関節又は股関節に著し
い変形を伴う変形性関節症

- - - - - - 1 0.0278% - -

合　　　　計 3 0.0907% 3 0.0881% 6 0.1722% 5 0.1392% 5 0.1392%

特定疾病項目

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

3,308 3,404 3,484 3,591 3,642

資料：介護保険事業状況報告 

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

要支援１ 55 67 62 73 69

要支援２ 49 47 55 48 48

支援計 104 114 117 121 117

要介護１ 63 63 76 56 71

要介護２ 76 82 74 87 97

要介護３ 74 76 75 73 74

要介護４ 40 62 82 85 72

要介護５ 38 47 57 60 64

介護計 291 330 364 361 378

395 444 481 482 495総数

予防
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（４）母子保健の概要 

１）低体重児の出生状況 

恩納村の出生状況の推移をみると、10 年の間で増減を繰り返し、平成 22 年は 87 名と

なっている。低体重児の出生状況については、平成 16 年から平成 20 年においては横ば

いで推移し、平成 21 年で減少、平成 22 年で増加となっている。また、低体重児の割合

を沖縄県平均と比較すると、平成 16 年から平成 20 年において沖縄県平均を上回ってお

り、直近の平成 21年、平成 22年では沖縄県平均を下回っている。 

 

■低体重児（2,500g未満）の出生状況の推移 
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２）３歳児健康診査（歯科）の概要 

恩納村の３歳児歯科健康診査の受診者数をみると、増加傾向で推移している。また、

恩納村の受診率をみると、沖縄県平均に比べ高い状況にある。 

恩納村の３歳児歯科健康審査におけるう蝕のない者の割合をみると、う蝕なし、う蝕

のない者の割合ともに増加傾向にあり、平成 24年では沖縄県平均を上回っている。一方、

値が把握できた平成 22年までのう蝕がない者の割合を全国と比較すると、どの年も全国

平均を２割前後下回っており、恩納村は全国に比べ、う蝕のある子どもが多い状況がう

かがえる。 

 

■３歳児歯科健康診査受診者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■３歳児歯科健康診査におけるう蝕のない者の割合 

 

 

 

 

  

資料：乳幼児健康診査報告書（沖縄県小児保健協会）、全国乳幼児歯科健診結果（国立保健医療科学院） 
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３．アンケート調査結果の概要 

（１）調査の概要 

１）調査の目的 

本調査は、村民の健康づくりの現状や課題、村健康づくり施策に関する意向等を把

握し、平成 17年３月に策定した「健康恩納 21」計画の計画期間終了に伴う新計画策定

のための基礎資料とすることを目的に実施した。 

２）調査の状況 

ア）調査対象 

恩納村に住む 20～79歳の村民から 1,000人を無作為抽出。 

イ）調査方法 

    調査員（保健推進員、母子保健推進員等）による配布・回収を行った。 

ウ）調査期間 

    平成 25年 11月 19日（火）～平成 25年 12月 11日（水） 

エ）回収状況 

    配布件数 1,000件に対し、有効回収数 698件、有効回収率 69.8％となった。 

 

（２）調査結果の概要 

１）回答者の属性 

・男性（48.3％）、女性（51.0％）はともに約５割で、50歳以上の回答者が半数以上（53.4％）

を占める 

・家族構成は「家族などと同居」が９割弱（86.0％）を占める。 

・職業は「会社員・団体職員」（22.3％）、「パート・アルバイト」（18.9％）が２割前後

と多い。 

・身長と体重からＢＭＩを算出すると、男性の 30～40 歳代,60～70 歳代の４割～５割強

が肥満（BMI 25以上）となっている。女性は 30歳代以上で肥満者が２割弱～４割弱と

多い。一方、20代女性は２割（20.0％）が痩せ（BMI 18.5以下）傾向にある。 

 

２）食生活・生活習慣について 

・朝食の摂取状況について（問１）、「ほとんど毎日食べる」のは７割強（72.3％）。年齢

が下がるにつれて朝食を食べる頻度が下がる傾向にあり、20歳代では１割強（14.9％）

が「ほとんど食べない」と回答している。 

・朝食を食べない理由（問 1-1）は「以前から食べる習慣がない」（28.3％）、「時間がな

い」（23.5％）、「食欲がわかない」（20.9％）が多い。 

・夕食の時間は（問２）、70歳代の９割以上（95.3％）が『午後８時まで』に夕食を食べ

ており、年齢が下がるにつれて夕食の時間は遅くなる傾向にある。 
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・「食育」の認知度について（問３）、『言葉を知っている』は８割強（81.1％）いるもの

の、「意味まで知っている」は５割弱に留まっている。 

・自身の食生活について（問５）、７割強（72.6％）が『問題がある』と回答している。

また、食生活の問題点（問 5-1）としては、「食事バランスが悪い」（38.0％）、「食事の

時間が不規則」（34.1％）、「食べ過ぎてしまう」（33.7％）が多い。 

 

３）身体活動・運動について 

・健康増進のための運動習慣について（問 10）、意識的な運動を心掛けている者は４割弱

（37.5％）、特に若い世代（20,30歳代）では３割程度と低い。 

・運動できない理由について、（問 10-1）、「時間に余裕がないから」が約６割（59.6％）

と高い。 

 

４）休養・ストレスについて 

・悩みやストレスについて（問 11）、悩みやストレスを感じることが「ある」と回答した

ものは半数以上（53.3％）に上る。また、性別では女性の割合が約６割（59.8％）と

高い。悩みやストレスの内容（問 11-1）は、「仕事」（51.4％）、「人間関係」（36.8％）、

「収入・家計・借金」（30.5％）が多い。 

・ストレスで困ったときの相談相手は、「友人」（50.6％）や『親族』への相談が多い。

一方、「相談できる人はいない」も１割弱（5.9％）いる。 

・休養について（問 13）、『不足している』と回答した者は約２割（20.2％）、年齢別にみ

ると 30歳代（31.4％）の割合が高い。 

・平均睡眠時間（問 14）と朝食の摂取状況（問１）の関係性について、平均睡眠時間「６

時間未満」の者は、朝食を「ほとんど食べない」が２割強（21.3％）と、睡眠を多く

取っている者に対して朝食を食べない傾向にある。 

・飲酒の頻度について（問 15）、「毎日」飲酒する者は１割強（11.1％）、適正飲酒の目安

とされる『休肝日２日以上／週』の頻度を超える者は約２割（19.7％）に上る。また、

性別では男性が、年齢別では 30歳代～50歳代の飲酒の頻度が高い。 

・１回あたりの飲酒量について（問 15-1）、１日当たりの適度な飲酒量（純アルコール

20ｇ）を超える者は約７割（70.4％）にも上る。 

・「節度のある適度な飲酒（純アルコール約 20ｇ）」について（問 16）、認知度は２割弱

（16.2％）と低い。 

・タバコが与える影響の認知度について（問 17）、「肺がん」（84.8％）、「妊娠関連」（76.1％）、

「ぜんそく」（73.5％）への認知度は高いものの、「胃かいよう」（41.7％）、「歯周病」

（47.7％）への認知度は低い。 

・現在の喫煙状況について（問 18）、『現在喫煙している者』は３割弱（28.9％）となっ

ている。性別でみると、『現在喫煙している者』の割合は男性約４割（40.4％）、女性
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約１割（10.4％）と男性は女性の約４倍となっている。一方、禁煙の意向について（問

18-1）は、７割強（73.1％）の回答者が『やめたい』と回答している。 

 

５）健診・身体の状況について 

・過去１年間の健診等（人間ドッグ含む）の受診状況について（問 19）、４割弱（37.8％）

が「受診していない」と回答している。「受診していない」の割合は、性別でみると男

性（54.9％）が、年齢別にみると 20歳代（51.7％）の割合が高い。また、加齢ととも

に受診率は上昇していく傾向にある。職業別にみると、「自営業」の未受診が５割強

（54.2％）と多い。 

・健診の結果、医療機関の受診を勧められたかについて（問 19-2）、『受診を勧められた

にも関わらず未受診』の者は１割強（12.6％）となっている。 

・メタボ予防・改善のための取り組みの継続的な実施状況について（問 21）、『継続的に

取り組んでいる者』は２割強（23.0％）、年齢別にみると若い世代の割合が低い。 

・歯や入れ歯の手入れについて（問 22）、『毎日２回以上磨く』者の割合は７割弱（65.6％） 

・過去１年の歯科検診等の受診状況について（問 23）、半数以上（54.0％）は「受診して

いない」と回答している。 

・主観的健康観について（問 25）、自身を『健康である』と回答した者が７割強（74.5％）。

『健康である』の割合は若い世代で高く、加齢とともに減少傾向にある。また、肥満

（BMI 25以上）の者は、『健康である』の割合が他と比較して低いものの、７割弱（66.1％）

が自身を健康であると回答している。 

・健康不安について（問 26）、６割弱（56.9％）の回答者が「不安がある」と回答してい

る。年齢別にみると、40歳代の「不安がある」の割合が７割弱（67.5％）、肥満（BMI 25

以上）の回答者は６割強（64.4％）と高い。また、主観的健康観（問 25）との関係を

みると、現在『健康である』と回答した者でも、『不安がある』と回答した者が６割強

（62.7％）に上る。 

・恩納村の健康づくり事業として力を入れて取り組んでほしいことについて（問 27）、「運

動・スポーツ環境の拡充」（45.1％）、「高齢者や障がい者等の健康づくり支援」（27.8％）、

「健康づくりに関する情報発信」（23.6％）への関心が高い。年齢別にみると、「⑥運

動・スポーツ環境の拡充」は 50 代以下の世代で５割弱～６割弱、「③健康相談、保健

指導等、健康づくりに関する相談・指導の充実」は加齢とともに需要が高くなり、70

代では約３割（29.4％）となっている。また、「⑧乳幼児の健康診査や予防接種等の母

子保健の充実」は、全体では１割程度（9.9％）だが、20代（21.3％），30代（16.1％）

での需要が高く、「⑪高齢者や障がい者等の支援が必要な方の健康づくり支援」は、60

代（32.6％）、70代（45.9％）で高い。 
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■アンケート調査票 
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４．策定経緯等 

 

（１）策定経緯 

年 月 日 内 容 等 

平成25年11月19日 アンケート調査説明会（調査員向け） 

平成25年11月19日 

    ～12月11日 

アンケート調査実施（調査票の配布及び回収） 

平成25年12月26日 ◆第１回策定委員会 

・委嘱状交付 

・委員長、副委員長の選出 

・計画策定の背景と目的 

・恩納村の概況及び保健に関する概況  等 

平成26年１月17日、 

１月20日 

関係課等への施策点検ヒアリング①、② 

平成26年２月13日 ◆第２回策定委員会 

・健康づくり施策の点検（一部） 

・アンケート調査結果 

・恩納村の健康課題 

・計画案について（一部）  等 

平成26年３月６日 関係課等への施策点検ヒアリング③ 

平成26年３月18日 ◆第３回策定委員会 

・計画案について（追加分）  等 
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（２）恩納村健康増進計画策定員会設置要綱 

平成 25 年 9 月 27 日  

要綱第 14 号  

(設置 ) 

第 1 条  健康増進法  (平成 14 年法律第 103 号 )第 8 条第 2 項の規定に基づ

く恩納村健康増進計画を策定するため、恩納村健康増進計画策定委員会

(以下「委員会」という。 )を設置する。  

 

(所掌事務 ) 

第 2 条  委員会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。  

(1) 健康増進計画の策定及び見直しに関すること。  

(2) その他必要な事項  

 

(組織 ) 

第 3 条  委員会は、委員 10 人以内をもって組織する。  

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。  

(1) 学識経験者  

(2) 保健、医療関係者  

(3) 青年会、成人会、婦人会等の代表者又は各団体の推薦する者  

(4) 自治会代表者  

(5) 公募により選出された村民  

(6) その他村長が必要と認めた者  

 

(任期 ) 

第 4 条  委員の任期は 3 年とする。ただし、再任は妨げない。  

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

(会長及び副会長 ) 

第 5 条  委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。  

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。  

 

(会議 ) 

第 6 条  委員会の会議 (以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長と

なる。  

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。   
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(作業部会 ) 

第 7 条  委員会の資料収集、調査、分析及び計画書案の作成等、策定作業

を円滑に行うため作業部会 (以下「部会」という。 )を置くことができる。 

2 部会に部長及び副部長を置き、部長に福祉健康課国保係長を充て、副部

長は部会員の中から部長が指名する。  

3 部会は、部長が招集し、議長となる。  

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。  

 

(関係者の出席 ) 

第 8 条  委員会において、必要と認めるときは、村職員その他関係者の出

席を求め意見を述べさせ、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

 

(報酬及び費用弁償 ) 

第 9 条  委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例 (昭和 47 年恩納村条例第 10 号 )の規定

を適用する。  

 

(庶務 ) 

第 10 条  委員会の庶務は、福祉健康課において処理する。  

 

(その他 ) 

第 11 条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項

は、村長が別に定める。  

 

附  則  

この要綱は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

  

javascript:void%20fnHonLink(1484,'q9170092042401241.html','TOP')
javascript:void%20fnHonLink(1484,'q9170092042401241.html','TOP')


 

 

- 62 - 

恩納村健康増進計画策定委員会及び事務局構成メンバー表 

 

■策定委員 

 氏 名 所 属 等 備 考 

１ 
比嘉
ひ が

 憲
のり

枝
え

 
公立大学法人名桜大学 人間健康学部 

看護学科 講師 

学術経験者 

２ 山川
やまかわ

 宗
むね

貞
さだ

 中部保健所 健康推進班長 保健医療関係者 

3 知花
ち ば な

 江
え

利子
り こ

 恩納クリニック 看護師 医療関係者 

4 平田
ひ ら た

 克
かつ

裕
ひろ

 恩納村商工会 事務局長  

5 小谷
こ た に

 久美
ひ さ み

 恩納村婦人会代表 恩納区 

6 加藤
か と う

 朋
とも

美
み

    〃 冨着区 

7 瀬良
せ ら

垣
がき

 健
つよし

 恩納村区長会代表 恩納区 

8 宮平
みやひら

 和徳
かずのり

    〃 塩屋区 

9 渡
と

口
ぐち

 美智子
み ち こ

 保健推進員 前兼久区 

10 波平
なみひら

 恵子
け い こ

   〃ｓ 名嘉真区 

 

 

 

■事務局 

 氏 名 役 職 等 

1 大城 保篤 福祉健康課長 

2 金城 守   〃   国保係長 

3 小川 守   〃      保健師 

4 當山 亜希子   〃      管理栄養士 

５ 稲嶺 宏紀   〃      主事 
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